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はじめに 環境基本計画の中間見直しにあたって

1.中間見直しの背景

本市では、尾張旭市環境基本条例第9条の規定に基づき、平成19年3月に「尾張旭市環境基本

計画（以下、「当初計画」という。）」を策定し、「環境を考え ともにつくる 私たちのまち」を望

ましい環境像として掲げています。これに基づき、今ある環境を将来の世代へ、より良くしなが

ら継承し、誰もが健康で快適な市民生活を営むため、市、市民･市民団体、事業者が協力し、環境

に配慮した取り組みを総合的に推進してきました。

こうした中、平成23年3月に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故をきっかけ

として国のエネルギー政策が見直され、原子力発電への依存度の低下や再生可能エネルギーへの

転換が図られ、電力の安定供給や再生可能エネルギー発電促進賦課金などといった様々な課題が

生じています。

また、7年ぶりに改訂された国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC）の統合報告書では、

農業や生態系などの面で「すべての大陸と海洋で地球温暖化の影響が表れている」と断定し、今

世紀末に温室効果ガスの排出量をほぼゼロにする必要があると指摘しています。

その他にも、生物多様性の保全や循環型社会の構築など、様々な環境に関する課題が提起され

ており、人口の減少や少子高齢化などの社会経済情勢の変化も並行して進行し、また深刻化して

います。

こうしたことを受け、平成24年4月に閣議決定された第四次環境基本計画では、めざすべき持

続可能な社会の姿を「人の健康や生態系に対するリスクが十分に低減され、安全が確保されるこ

とを前提として、低炭素・循環・自然共生の各分野が、各主体の参加の下で、統合的に達成され、

健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される社会」としています。

また、愛知県においても、「自然の叡智」をテーマとした愛･地球博（愛知万博）が平成17年に

開催されたことをはじめ、平成22年10月には生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）が、

そして平成26年11月にはESDユネスコ世界会議が開催されるなど、環境に関する世界的な動き

が集中しています。さらに、平成26年5月には第四次愛知県環境基本計画が策定され、分野横断

的･総合的な施策の展開や持続可能な社会を支える担い手の育成、多様な主体間の連携･協働によ

る施策の展開を進めることとしています。

また、本市においても、上位計画である尾張旭市第五次総合計画が平成26年3月に策定され、

尾張旭市都市計画マスタープランや尾張旭市緑の基本計画、尾張旭市一般廃棄物（ごみ）処理基

本計画などの関連計画も改定されるなど、これらの計画との関係性についても整理する必要性が

生じています。
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2. 見直しの目的

当初計画では、「第１部 環境基本計画の策定について」の「５ 計画の期間」において、

「本市を取り巻く環境、社会情勢の変化や科学技術の進歩、上位計画である総合計画の策定や見

直し等に応じ、必要な場合は施策や指標の見直し等の適切な対応を図る」としています。

こうした中、計画期間の中間年次である平成25年度が過ぎ、様々な背景に適切に対応していく

ためには、これまでの進捗状況を踏まえた形で当初計画の内容を見直す必要があるとともに、「環

境を考え ともにつくる 私たちのまち」の実現に向けた取り組みを、さらに加速させていく必要

があります。

このため、尾張旭市環境審議会等において審議を重ね、平成２７年３月に「尾張旭市環境基本

計画【中間見直し版】（以下、「中間見直し版」という。）」を策定しました。

3. 見直しの基本的な考え方

計画の骨格である「望ましい環境像」や「分野別目標」、「施策の体系」の部分については、

基本的に継承しつつ、計画全体の進捗状況や目標の達成状況、計画策定後の外部環境や内部環境

の変化などを踏まえ、「市、市民・市民団体、事業者の取り組み」の部分を中心に、部分的な見

直しを行いました。

4. 見直し後の計画期間

平成27年度から35年度までの9年間としています。

5. 見直し後の計画の構成

中間見直しにあたっての背景や目的を示した後に、当初計画のうちで見直しが必要な「第2部

尾張旭市の現状」と「第3部 環境基本計画」、そして「巻末資料」で構成しています。

なお、上記以外の部分については当初計画の内容を引き続き適用し、当初計画の章番号をその

まま踏襲した構成としています。

6. 見直しの基準

今回の見直しに当たっては、次の基準に基づき実施しています。

(1) 継続的に取り組む場合。新規で追加する場合

  ① 継続的に取り組むべき内容であること

  ② 実現可能な取り組み内容であること

  ③ 緊急性を有すること

  ④ 可能な限り客観的データで評価出来ること

  ⑤ 一つの取り組みが複合的な効果をもたらすこと

(2) 取り組み項目を除外する場合

  ① 既に十分な取り組みが推進されていること

  ② 社会情勢や環境に対する価値観の変化により、現状にそぐわないこと
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第2部 尾張旭市の現状

1. 基礎的条件

■人口及び世帯数

人口、世帯数ともに増加を続けていますが、増加率は低下傾向にあり、平成25年3月末現在の

人口は81,792人、世帯数は33,065世帯となっています。また、平成5年に3.03人であった1世

帯あたり人員は、平成25年には2.47人へと減少しています。

さらに、昼間人口、夜間人口ともに増加を続けており、昼間人口が夜間人口を下回る「ベッド

タウン」の特徴がみられますが、昼夜率（夜間人口に対する昼間人口の割合）は緩やかな増加傾

向にあります。

平成25年の年齢別人口は、35-

39歳及び40-44歳、60-64歳の2

つの年齢層をピークとした分布とな

っています。なお、当初計画を策定

するにあたって実施された環境基礎

調査（平成16年）では、30-34歳、

55-59歳の2つの年齢層がピークと

なっていました。

第 1 章 市の特性
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■人口及び世帯数の推移
出典：平成 25 年版 尾張旭市の統計

■年齢別人口（左：平成 16 年、右：平成 25 年）
出典：環境基礎調査報告書（平成 18 年 3 月）、平成 25 年版 尾張旭市の統計
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■産業の状況

平成21年度における事業所数は、卸売業，小売業が最も多く、次いでサービス業（他に分類さ

れないもの）、宿泊業，飲食サービス業、建設業の順となっています。

農家戸数は年々減少傾向にあり、平成22年には専業農家が13戸、第1種専業農家が2戸、第2

種兼業農家が40戸となっています。また、農家戸数の減少に伴って経営耕地面積も減少を続けて

おり、特に田の面積は平成22年度には25haと、昭和60年と比較して約1/6となっています。

事業所数及び従業者数、製造品出

荷額などは、平成18年から平成19

年にかけて増加していますが、その

後はわずかな増加がみられるものの、

全体的には減少傾向を示しています。

商店数及び従業者数は、平成19

年にかけて減少傾向にありましたが、

平成23年には増加に転じています。

一方、年間商品販売額については、

平成16年にかけて増加傾向にあり

ましたが、その後は減少に転じてい

ます。

農林漁業, 2 , 0.1%

鉱業，採石業，砂利

採取業, 4 , 0.1%

建設業, 358 , 
12.2%

製造業, 
279 , 9.5%

電気・ガス・熱供給・

水道業, 8 , 0.3%

情報通信業, 30 , 
1.0%

運輸業，郵便業, 
49 , 1.7%

卸売業，小売業, 
647 , 22.0%

金融業，保険業, 
45 , 1.5%

不動産業，物品賃

貸業, 249 , 8.5%

宿泊業，飲

食サービス

業, 371 , 
12.6%

教育，学習支援業, 
152 , 5.2%

医療，福祉, 229 , 
7.8%

複合サービス事業, 
9 , 0.3%

サービス業（他に分

類されないもの）, 
503 , 17.1%

公務（他に分類され

るものを除く） , 5 , 
0.2%

■産業別事業所数（平成 21 年度）
出典：平成 25 年度版 尾張旭市の統計
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■工業：事業所数･従業者数･製造品出荷額の推移
出典：平成 25 年版 尾張旭市の統計

■商業：商店数･従業者数･年間販売額の推移
出典：平成 25 年版 尾張旭市の統計
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2. 自然環境

■気象

気温は比較的温暖で、年間を通じて晴れる日が多く、特に冬季は晴天が続き、降雪日もそれほ

ど多くありません。月別平均気温は、最低が4.0℃（1月）、最高が29.3℃（8月）となっていま

す。また、月別降水量は、9月に280.0mm、10月に236.0mmと多くなっています。

太平洋岸の他地域に比べると夏季の降水量は若干少なく、高温で晴天の日が長期間続くことも

あります。また、冬季の気候は比較的穏やかですが、時折季節風「伊吹おろし」が吹き、日本海

側から雪を運んでくることもあります。

なお、名古屋市における年平均気温は、100年あたりで約1.7℃上昇しており、名古屋市におけ

る年間あたり猛暑日日数や熱帯夜日数も増加傾向にありますが、冬日日数は減少傾向にあります。
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■月別降水量と平均気温（名古屋地方気象台、平成25年の月平均値）
出典：平成 25 年版 尾張旭市の統計

■年平均気温偏差の推移（名古屋地方気象台）
出典：気象統計情報（気象庁ホームページ）
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■年間あたり冬日日数の推移（名古屋地方気象台）
出典：気象統計情報（気象庁ホームページ）

■年間あたり熱帯夜日数の推移（名古屋地方気象台）
出典：気象統計情報（気象庁ホームページ）

■年間あたり猛暑日日数の推移（名古屋地方気象台）
出典：気象統計情報（気象庁ホームページ）
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■動植物･生態系

本市の緑の分布状況をみると、県道上半田川名古屋線の南北にまとまりのある水田が分布して

おり、市北部の丘陵地はアベマキ･コナラなどの二次林や針広混交林が広く分布しています。また、

矢田川の南側斜面地には落葉広葉樹林や竹林が分布しています。

また、矢田川沿いには小規模なハリエンジュ林が分布し、一部の池の周辺ではハンノキ、タチ

ヤナギなどからなる混成林がみられます。

なお、「あいち生物多様性ポテンシャルマップ」によると、北部丘陵地域は、尾張東部でも希少

種が多い地域であり、オオタカの生息適地、シジュウカラの安定的な生息地とされています。

しかし、市域の自然環境基礎調査は平成12年度以降実施されておらず、動植物･生態系の現況

把握にあたっては、改めて調査を実施することが求められています。

■現存植生図
出典：尾張旭市緑の基本計画（平成 23 年 3 月）、尾張旭市域自然環境基礎調査（平成 12 年）
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3. 生活環境

■公害苦情

公害苦情の総数は、平成23年にかけて増加傾向にありましたが、平成24年には大きく減少し

ています。苦情件数は、典型7公害以外の「その他」の苦情が大部分であり、平成24年の減少に

も大きく影響しています。内訳としては、浄化槽由来の側溝の汚れによるものが多く、他に野焼

きや近隣騒音などが挙げられます。

なお、典型7公害のうち、水質汚濁に関する苦情は減少していますが、騒音や振動、悪臭に関す

る苦情は増加傾向にあります。

■大気

市内では、東大道町に設置された一般環境測定局において、二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学

オキシダント（光化学スモッグ）、浮遊粒子状物質などの調査が行われています。

その結果、大気汚染調査項目のうち、光化学オキシダントについては、平成17年度以降、環境

基準を満たしておらず、浮遊粒子状物質についても短期的評価では満たしていない年もありまし

たが、近年では改善傾向にあります。
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出典：平成 25 年版 尾張旭市の統計
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大気汚染

調査項目
環境基準

環境基準適合状況

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

二酸化

硫黄

短

期

1時間値が0.1ppm以下で、か

つ、1時間値の日平均値が

0.04ppm以下。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長

期

年間の日平均値の2%除外値が

0.04ppm以下。ただし、日平

均値が0.04ppmを超える日が

2日以上連続しないこと。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二酸化

窒素

長

期

年間の日平均値の98%値が

0.06ppm以下。
－ － － － ○ ○ ○ ○ ○

光化学

オキシダン

ト

長

期

年間の日平均値の98%値が

0.06ppm以下。
× × × × × × × × ×

浮遊粒子

状物質

短

期

1時間値が0.1ppm以下で、か

つ、1時間値の日平均値が

0.04ppm以下。

× × × ○ × ○ × ○ ○

長

期

年間の日平均値の2%除外値が

0.04ppm以下。ただし、日平

均値が0.04ppmを超える日が

2日以上連続しないこと。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

短期：測定を行った日又は時間についての評価

長期：年間にわたる測定結果を長期的に観察したうえでの評価

■水質

愛知県による公共用水域と地下水の水質調査結果によると、市域を流れる矢田川の河川水質

（pH、DO、BOD、SS）はいずれも環境基準に適合しており、BODとSSについては、当初計画

策定時から改善されてきています。

また、市内のため池では、維摩池と新池で水質調査が行われており、いずれも環境基準の適用

はありませんが、維摩池の方がCOD、SS、全窒素、全リンの値が低くなっており、愛知用水か

らの導水が影響しているものと考えられます。

さらに、市内の浄化センターでは、水道法に基づく水質基準に照らして井戸水の検査を実施し

ていますが、平成25年度の調査結果では、水道水の水質基準を超えている項目も見られたものの、

調査を実施した項目の中で環境基準を超過しているものはありません。

その他、地下水については、愛知県が過去に地下水の環境基準を超過した地点において、継続

的に定期モニタリング調査を実施していますが、市内に該当する調査地点はありません。

pH：水素イオン濃度

DO：溶存酸素

BOD：生物化学的酸素要求量

SS：浮遊物質

■大気汚染調査結果（二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質）
出典：愛知県大気汚染常時観測結果
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■騒音･振動

騒音については、県道名古屋瀬戸線と県道春日井長久手線において道路交通騒音の騒音調査が

行われています。県道名古屋瀬戸線では、昼間･夜間ともに環境基準（等価騒音レベルが昼間

70dB、夜間65dB）を下回っており、県道春日井長久手線においても環境基準と同値となってい

ます。

また、「県民の生活環境の保全等に関する条例」で規制する施設を設置する市内の工場は、次の

とおりとなっています。

施設の種類 騒音 振動 施設の種類 騒音 振動

金属加工機械 13 1 ゴム練用ロール機等 － 0

圧縮機及び冷凍機 88 90 合成樹脂用射出成形機 1 0

土石用破砕機等 4 0 鋳型造型機 0 0

織機 0 0 穀物用製粉機 0 0

建設用資材製造機械 0 － ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ及びｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 3 5

コンクリートブロックマシン等 － 0 送風機及び排風機 21 29

木材加工機械 1 0 走行クレーン 0 －

抄紙機 0 － 洗びん機 0 －

印刷機械 0 0 真空ポンプ 1 －

■悪臭･土壌汚染

「県民の生活環境の保全等に関する条例」対象となる市内の悪臭関係工場は、次のとおりとな

っています。

また、土壌汚染に関する苦情は近年寄せられていませんが、「県民の生活環境の保全等に関する

条例」の規定による市内の土壌汚染の届出は年に数件、愛知県へ提出されています。

悪臭関係業種 届出件数 悪臭関係業種 届出件数

鋳物製造業 1 ごみ処理場 1

し尿処理施設 1 終末処理場 2

■ダイオキシン類

市内では、尾張東部衛生組合が大気中のダイオキシン類の環境調査を行っており、また、愛知

県が周辺市町において、大気質や水質（底質含む）、土壌の調査を実施していますが、環境中濃度

については環境基準を満たしています。

■「県民の生活環境の保全等に関する条例」で規制する施設を設置する市内の工場数
出典：平成 25 年度県民の生活環境の保全等に関する条例施行状況調査

■「県民の生活環境の保全等に関する条例」対象の市内の悪臭関係工場数
出典：平成 25 年度県民の生活環境の保全等に関する条例施行状況調査
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■ごみ処理

過去30年間における本市のごみ排出量は、昭和60年度から平成13年度までの17年間、増え

続けてきましたが、平成14年度以降は減少方向にあります。

また、本市における平成23年度の1人1日あたりごみ総排出量は938g/人･日であり、全国平

均や愛知県平均値よりも下回っています。また、資源化率は29.8％であり、全国平均及び愛知県

平均値、尾張東部平均（尾張東部衛生組合構成市（尾張旭市、瀬戸市、長久手市）の平均）より

上回っています。

なお、最終処分率は11.2％と、ほぼ全国平均と同じ値ですが、愛知県平均値よりも上回っていま

す。また、1人あたり処理費用は6,591円と、全国平均や愛知県平均値よりも下回っています。
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■1 人 1 日あたりごみ総排出量の比較      ■資源化率の比較
出典：平成 26～35 年 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

■最終処分率の比較              ■1 人あたり処理費用の比較
出典：平成 26～35 年 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
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■生活排水処理

本市の生活排水は、公共下水道と合併処理浄化槽で処理されています。

下水道普及率は増加を続けていますが、平成24年度は63.7%となっており、さらなる普及が

求められています。
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■公共下水道の状況
出典：平成 25 年版 尾張旭市の統計

※平成 24 年度から外国人人口を含む



14

4. 都市･快適環境

■公園･緑地

平成25年11月末現在の公園面積は、70ヶ所で56.15haとなっており、これに、広域公園で

ある小幡緑地（19.39ha）と森林公園（329.54ha）を合わせると405.08haとなります。

その結果、市民一人あたりでは49.31m2/人となり、愛知県の平均値（7.5m2/人）や国の整備

目標値（10.0m2/人）を大きく上回っています。

■都市公園等分布図
出典：尾張旭市緑の基本計画（平成 23 年 3 月）
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■交通

市内には、高速道路と国道が各1路線、そして県道が6路線、市道が1,365路線あり、そのうち

85.4％が改良済みとなっています。

市南部には、瀬戸市と名古屋市を連絡する国道363号が東西に横断しているとともに、県道名

古屋瀬戸線が名鉄瀬戸線と並行し、県道春日井長久手線が三郷駅西側を南北に横断しています。

また、名鉄瀬戸線以南には、国道、主要地方道、一般県道が各1路線ずつ東西方向（瀬戸市、名

古屋市方面）に存在しますが、以北の区域には存在しません。

なお、自動車登録台数は継続して増加傾向にあり、内訳としては、小型乗用車が減少し、普通乗

用車と軽四輪乗用車が増加しています。また、世帯当たりの保有台数は、平成24年度末で1.24台/

世帯であり、全国平均（1.09台/世帯）より多く、県平均（1.34台/世帯）より少なくなっていま

す。

乗用車保有台数

（台）

世帯数

（世帯）

世帯当たり保有台数

（台/世帯）

尾張旭市 41,003 33,000 1.24

愛知県 3,975,912 2,972,829 1.34

全国 59,357,223 54,594,744 1.09

■自動車登録台数と世帯当たり保有台数
出典：平成 25 年版 尾張旭市の統計

■世帯当たり保有台数の比較
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市域中心部には、東西に名鉄瀬戸線が運行しており、本市と名古屋市中区、瀬戸市中心市街地

を連絡しています。

また、バス路線としては、名鉄バスや名古屋市営バス、尾張旭市営バス（あさぴー号）が運行

しており、名鉄バスは尾張旭向ヶ丘や瀬戸方面から、名鉄バスセンターや藤が丘駅に発着し（9～

12往復）、名古屋市営バスは本地住宅や印場駅、東谷山フルーツパークから、藤が丘駅や大曽根

駅などに発着しています。
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■尾張旭市営バスの利用者数の推移
出典：平成 25 年版 尾張旭市の統計
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5. 広域･地球環境

■部門別のエネルギー消費量

平成2年以降における全体のエネルギー消費量は、ゆるやかな増加傾向を示していましたが、平

成23年には微減しています。

なお、平成2年と平成23年の部門別エネルギー消費量を比較すると、産業部門では22.4%減と

なっている一方で、民生家庭部門では43.6%増、民生業務部門では74.6%増、運輸部門では

42.8%増となっており、民生部門での増加が著しくなっています。

■新エネルギーの賦存量･可採量

本市における新エネルギーの賦存量を試算すると、太陽エネルギー（太陽光発電及び太陽熱利

用）とバイオマス燃料製造に比較的大きな潜在性があると算出されました。

一方、可採量を試算すると、廃食油利用によるバイオマス燃料製造に潜在性があると算出され

ましたが、関連プラントの維持管理や実際の燃料利用の面で課題があるため、県内でも数か所で

の実施に留まっています。

なお、現時点では、家畜飼養頭羽量や河川流量などのデータが十分揃っていないため、新エネ

ルギーを今後利用する際には、事前に詳細な賦存量や可採量調査を実施する必要があります。
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■部門別エネルギー消費量（推計）の推移

※本市の部門別エネルギー消費量は、経済産業省「都道府県別エネルギー消費統計」における愛知県のデータ

を、同省「市町村別エネルギー消費統計作成のためのガイドライン」の考え方に基づき、各種統計データを用

いて推計したものです。

※TJ（テラジュール）はエネルギーの単位で、テラは 10 の 12 乗です。
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新エネルギー 賦存量 可採量

① 太陽光発電 10,492,158.6[MWh] 37,771,771.0[GJ] 37,602.7[MWh] 135,369.6[GJ]

② 風力発電 34,825.7[MWh] 125,372.4[GJ] 12.0[MWh] 43.1[GJ]

③ バイオマス発電 1,120.2[MWh] 4,032.7[GJ] 163.5[MWh] 588.6[GJ]

④ 中小規模水力発電 －[MWh] －[GJ] －[MWh] －[GJ]

⑤ 地熱発電 357.4[MWh] 1,286.7[GJ] 17.9[MWh] 64.3[GJ]

⑥ 太陽熱利用 37,771,771.0[GJ] 138,926.9[GJ]

⑦
温度差熱利用(地中熱) 1,009,940.4[GJ] 136,984.5[GJ]

温度差熱利用(河川水) －[GJ] －[GJ]

⑧ バイオマス熱利用 4,032.7[GJ] 2,692.0[GJ]

⑨ 雪氷熱利用 0.0[GJ] 0.0[GJ]

⑩ バイオマス燃料製造 4,460,402.7[GJ] 1,338,120.8[GJ]

※賦存量…市内に存在する全エネルギー量で、実際に取得できるかどうかは問わない。

※可採量…「賦存量」のうち、現在の技術を用いて利用できる最大量。

■再生可能エネルギー設備の設置

本市では、住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部補助制度を平成22年度から実施してい

ます。なお、平成24年度に「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が開始されて以降、補助

件数は増加しています。

年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

補助件数 57件 54件 94件 122件

累計 57件 111件 205件 327件

市公共施設においても再生可能エネルギーの利用を促進しており、その一部は災害用電源とし

ても活用しています。

また、土地の有効活用策の一つとして、遊休地への太陽光発電設備の設置が全国各地で進めら

れており、市内にも数か所で設置されています。

このように、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の開始をきっかけとして、全国各地で

官民を問わず、関連設備の設置が拡大していますが、とかく売電から得られる利益に視点が偏る

傾向があり、地球温暖化防止などの環境に関する視点での検討も、今一度必要であると考えられ

ます。

■新エネルギー賦存量･可採量（推計）

■尾張旭市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付件数の推移
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導入設備 設置年月
規模

用途
定格出力(kW) 基数(基) 総出力(kW)

尾張旭市保健福祉センター H13.10 7.68 1 7.68 施設電力

渋川小学校北校舎 H15.2 20.00 1 20.00 施設電力

白鳳小学校 H20.3 5.00 1 5.00 施設電力

新池交流館･ふらっと H22.2 10.00 1 10.00 施設電力

旭中学校 H22.2 10.00 1 10.00 施設電力

尾張旭市学校給食センター H22.7 10.00 1 10.00 施設電力

多世代交流館･いきいき H26.3 0.21 48 10.03 売電

導入設備 設置年月
規模

用途
定格出力(kW) 基数(基) 総出力(kW)

新池交流館･ふらっと H21.1 1.00 3 3.00 施設電力

導入設備 設置年月 能力(m3/h) 用途

尾張旭市保健福祉センター H21.1 空気量 17,300 施設電力

■太陽光発電設備設置状況

■風力発電設備設置状況

■温度差エネルギー利用状況
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■調査対象･方法

住民基本台帳から無作為抽出した18歳以上の市民2,000人と、市内に本社･支店を置く民間事

業者100社を調査対象とし、平成26年7月に郵送による方法で意識調査を実施しました。

■回収結果

配布数 回収数 回収率 (当初計画策定時)

18歳以上の市民 2,000 811 40.6% 39.7%

尾張旭市に本社･支店を置く民間事業者 100 51 51.0% 45.3%

合計 2,100 862 41.0% －

1. 市民環境意識調査結果

■居住地区の満足度

居住地区の環境の満足度をみると、自然や生活に関することでは、「日当たりの良さ」、「緑の多

さ」、「空気のさわやかさ」といった項目の満足度が高く、「ごみのポイ捨てをしないなどの環境マ

ナー」、「文化遺産などの歴史的雰囲気」、「街並みのゆとりや美しさ」といった項目の満足度が低

く、概ね当初計画策定時と同様の結果となっていました。

また、行政の取り組みに関することでは、「ごみ処理体制の充実」、「し尿などの衛生対策」、「下

水道整備」といった項目の満足度が高く、「自動車による騒音対策」、「ポイ捨て防止などの環境美

化」、「環境に配慮した道路の整備」といった項目の満足度が低くなっていました。なお、「自動車

による大気汚染対策」は、当初計画策定時と比較して不満の割合が大きく減少していました。

第 2 章 市民、事業者の意識

緑の多さ

生きものの多様さ

自然とのふれあい

自然景観の美しさ

街並みのゆとりや美しさ

公園などの憩いの場

文化遺産などの歴史的雰囲気

水のきれいさ

空気のさわやかさ

静けさ

日当たりの良さ

ごみのポイ捨てをしないなどの環境マナー

地域や自治会などの地域コミュニティ活動

環境学習の機会
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64.4 

27.3 

49.8 

42.3 

34.3 

48.6 

13.8 

38.1 

51.3 

46.0 

73.2 

28.2 

33.5 

15.3 

21.1 

55.0 

32.3 

32.7 

37.1 

27.1 

54.4 

42.3 

33.4 

29.2 

16.5 

33.3 

52.5 

68.3 

12.6 

14.2 

14.8 

21.7 

25.3 

21.6 

29.3 
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13.6 

22.7 
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36.0 

11.5 

13.7 
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3.6 

3.1 

3.3 

3.3 

2.7 

2.5 

2.3 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.5 

2.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足（まあ満足を含む） どちらともいえない 不満（やや不満を含む） 無回答

■居住地区の満足度（自然や生活に関すること）【N=811】
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満足（まあ満足を含む） どちらともいえない 不満（やや不満を含む） 無回答

58.1 

43.8 

34.7 

27.6 

42.7 

13.9 

29.2 

40.9 

45.1 

69.5 

14.5 

25.7 

16.6 

29.9 

29.7 

31.9 

24.8 

52.9 

37.2 

30.5 

22.0 

14.9 

24.4 

53.9 

22.3 

23.2 

30.6 

37.0 

29.3 

29.3 

30.3 

25.9 

30.3 

13.3 

58.8 

18.3 

3.0 

3.1 

5.0 

3.4 

3.1 

4.0 

3.1 

2.8 

2.5 

2.3 

2.3 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足（まあ満足を含む） どちらともいえない 不満（やや不満を含む） 無回答

緑の多さ

生きものの多様さ

自然とのふれあい

自然景観の美しさ

街並みのゆとりや美しさ

公園などの憩いの場

文化遺産などの歴史的雰囲気

水のきれいさ

空気のさわやかさ

静けさ

日当たりの良さ

ごみのポイ捨てをしないなどの環境マナー

地域や自治会などの地域コミュニティ活動

環境学習の機会
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■居住地区の満足度（自然や生活に関すること）※当初計画策定時【N=1,192】

動物や植物の生息・生育地の保護

山林の保護

水辺環境の保全

まちの緑化

農地の保全

公園の整備

環境に配慮した道路の整備

文化財の保存・整備

ポイ捨て防止などの環境美化

し尿処理などの衛生対策

下水道整備

自動車（道路）による大気汚染対策

工場による大気汚染対策

野焼きによる大気汚染対策

家庭からの排水による水質汚濁対策

工場からの排水による水質汚濁対策

自動車（道路）による騒音対策

工場・店舗からの騒音対策

工場による騒音対策

工場からの悪臭対策

ﾀﾞｲｵｷｼﾝや環境ﾎﾙﾓﾝなどの化学物質対策

地球環境問題への取り組み

ごみ処理体制の充実

リサイクル推進など循環型社会への転換策

省エネルギー対策の徹底

再生可能エネルギーの積極利用

次世代を担う子どもへの環境教育

環境に関する情報の提供

近隣自治体との連携した取り組み

行
政
の
取
り
組
み
に
関
す
る
こ
と

21.2 

21.8 

29.7 

39.6 

21.2 

40.9 

25.4 

15.3 

23.2 
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40.9 
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17.0 
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26.3 

19.4 

18.9 

47.6 

38.3 

16.4 

17.4 

20.3 

14.8 

16.2 

62.8 

60.0 

47.3 

39.6 

62.0 

34.0 

42.4 

70.3 

39.5 

35.4 

31.1 

59.2 

60.0 

57.6 

52.7 

62.1 

44.3 

56.2 

59.9 

57.6 

66.1 

65.1 

33.2 

47.7 

67.7 

63.5 

59.2 

62.3 

64.5 

11.1 

13.1 

17.9 

15.8 

11.6 

19.9 

27.5 

9.1 

32.4 

17.8 

23.6 

20.1 

10.2 

13.6 

16.3 

13.6 
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11.1 

12.9 

11.0 
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■居住地区の満足度（行政の取組に関すること）【N=811】
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この結果を年齢別にみると、いずれの年代においても「日当たりの良さ」と「緑の多さ」の満

足度が高く、比較的若い世代では、「自然とのふれあい」や「地域や自治会などの地域コミュニテ

ィ活動」の満足度も高くなっていました。

また、行政の取り組みに関することでは、30歳代において「工場･店舗からの騒音対策」や

「工場からの悪臭対策」に対する満足度が高くなっていました。

満足（まあ満足を含む） どちらともいえない 不満（やや不満を含む） 無回答

動物や植物の生息・生育地の保護

山林の保護

水辺環境の保全

まちの緑化

農地の保全

公園の整備

環境に配慮した道路の整備

文化財の保存・整備

ポイ捨て防止などの環境美化

し尿処理などの衛生対策

下水道整備

自動車（道路）による大気汚染対策

工場による大気汚染対策

野焼きによる大気汚染対策

家庭からの排水による水質汚濁対策

工場からの排水による水質汚濁対策

自動車（道路）による騒音対策

工場・店舗からの騒音対策

工場による騒音対策

工場からの悪臭対策

ﾀﾞｲｵｷｼﾝや環境ﾎﾙﾓﾝなどの化学物質対策

地球環境問題への取り組み

ごみ処理体制の充実

リサイクル推進など循環型社会への転換策

省エネルギー対策の徹底

再生可能エネルギーの積極利用

次世代を担う子どもへの環境教育

環境に関する情報の提供

近隣自治体との連携した取り組み

行
政
の
取
り
組
み
に
関
す
る
こ
と

22.6 

20.3 

22.2 
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19.3 

40.5 
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13.7 

24.8 

18.5 

23.3 

14.2 

12.3 

40.8 

29.7 

11.3 

11.2 

56.9 

57.6 

47.8 

34.6 

63.3 

29.9 

37.5 

69.3 

29.1 

35.9 

27.9 

47.0 

56.1 

55.6 

49.2 

61.0 

41.2 

55.1 

57.3 

54.9 

62.5 

61.5 

34.6 

46.1 

54.2 

51.9 

18.4 

19.1 

27.0 

27.1 

14.6 

27.4 

37.2 

10.2 

57.7 

25.6 

34.0 

42.6 

24.8 

24.7 

29.9 

24.4 

43.4 

17.1 

21.7 

18.4 

19.9 

23.5 

22.4 

21.3 

31.5 

34.6 

2.0 

3.0 

3.0 

2.4 

2.9 

2.2 

2.3 

3.2 

1.8 

2.1 

1.5 

2.0 

2.4 

3.2 

2.5 

3.4 

1.7 

2.9 

2.5 

3.3 

3.4 

2.7 

2.2 

2.8 

2.9 

2.3 

■居住地区の満足度（行政の取組に関すること）※当初計画策定時【N=1,192】

1 2 3

全体 日当たりの良さ 緑の多さ 自然景観の美しさ

10歳･20歳代 緑の多さ 日当たりの良さ 自然とのふれあい

30歳代 日当たりの良さ 緑の多さ
地域や自治会などの地域コミュ
ニティ活動

40歳代 日当たりの良さ 緑の多さ 自然とのふれあい

50歳代 日当たりの良さ 緑の多さ 静けさ

60歳代 日当たりの良さ 緑の多さ 空気のさわやかさ

70歳代以上 日当たりの良さ 緑の多さ 空気のさわやかさ

居住地区の環境の満足度（自然や生活に関すること）　上位3項目

■居住地区の満足度（自然や生活に関すること）×回答者の年齢

回
答
者
の
年
齢

■居住地区の満足度（自然や生活に関すること）×回答者の年齢
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さらにこの結果を住所別にみると、いずれの地区においても「日当たりの良さ」や「緑の多

さ」の満足度は高くなっており、行政の取り組みに関することでは、「ごみ処理体制の充実」や

「下水道整備」の満足度が高くなっていました。

1 2 3

全体 ごみ処理体制の充実
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

まちの緑化

10歳･20歳代 下水道整備 ごみ処理体制の充実 まちの緑化

30歳代 工場･店舗からの騒音対策 工場からの悪臭対策 まちの緑化

40歳代
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

ごみ処理体制の充実 まちの緑化

50歳代 まちの緑化 し尿処理などの衛生対策
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

60歳代 ごみ処理体制の充実
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

まちの緑化

70歳代以上 ごみ処理体制の充実
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

し尿処理などの衛生対策

■居住地区の満足度（行政の取り組み関すること）×回答者の年齢

居住地区の環境の満足度（行政の取り組み関すること）　上位3項目

回
答
者
の
年
齢

1 2 3

全体 日当たりの良さ 緑の多さ 空気のさわやかさ

旭小学校区 日当たりの良さ 緑の多さ 自然とのふれあい

東栄小学校区 日当たりの良さ 緑の多さ 自然とのふれあい

渋川小学校区 日当たりの良さ 公園などの憩いの場 緑の多さ

本地原小学校区 日当たりの良さ 緑の多さ 静けさ

城山小学校区 緑の多さ 日当たりの良さ 自然とのふれあい

白鳳小学校区 日当たりの良さ 緑の多さ 自然景観の美しさ

瑞鳳小学校区 日当たりの良さ 緑の多さ 公園などの憩いの場

旭丘小学校区 緑の多さ 日当たりの良さ 空気のさわやかさ

三郷小学校区 日当たりの良さ 緑の多さ
地域や自治会などの地域コミュニ
ティ活動

■居住地区の満足度（自然や生活に関すること）×回答者の住所（小学校区）

居住地区の環境の満足度（自然や生活に関すること）　上位3項目

回
答
者
の
住
所
（

小
学
校
区
）

■居住地区の満足度（自然や生活に関すること）×回答者の年齢（小学校区）

1 2 3

全体 ごみ処理体制の充実
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

まちの緑化

旭小学校区 ごみ処理体制の充実
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

まちの緑化

東栄小学校区 下水道整備 し尿処理などの衛生対策 ごみ処理体制の充実

渋川小学校区 下水道整備 ごみ処理体制の充実 し尿処理などの衛生対策

本地原小学校区 ごみ処理体制の充実
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

下水道整備

城山小学校区 ごみ処理体制の充実 まちの緑化 公園の整備

白鳳小学校区 公園の整備
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

工場からの悪臭対策

瑞鳳小学校区 下水道整備 し尿処理などの衛生対策 公園の整備

旭丘小学校区 し尿処理などの衛生対策 まちの緑化 下水道整備

三郷小学校区 下水道整備 し尿処理などの衛生対策
リサイクル推進など循環型社会へ
の転換策

■居住地区の満足度（行政の取り組み関すること）×回答者の住所（小学校区）

居住地区の環境の満足度（行政の取り組み関すること）　上位3項目

回
答
者
の
住
所
（

小
学
校
区
）

■居住地区の満足度（行政の取り組みに関すること）×回答者の年齢（小学校区）

■居住地区の満足度（行政の取り組みに関すること）×回答者の年齢
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■尾張旭市全体の将来の環境の重要度

尾張旭市全体の将来の環境の重要度をみると、自然や生活に関することでは、「ごみのポイ捨て

をしないなどの環境マナー」、「空気のさわやかさ」、「水のきれいさ」といった項目の重要度が高

く、「文化遺産などの歴史的雰囲気」、「環境学習の機会」、「生きものの多様さ」といった項目の重

要度が低くなっていました。

行政の取り組みに関することでは、「ごみ処理体制の充実」、「下水道整備」、「し尿処理などの衛

生対策」といった生活環境に関する項目の重要度が高くなっており、当初計画策定時と比較して

概ね同様の結果となっていました。

緑の多さ

生きものの多様さ

自然とのふれあい

自然景観の美しさ

街並みのゆとりや美しさ

公園などの憩いの場

文化遺産などの歴史的雰囲気

水のきれいさ

空気のさわやかさ

静けさ

日当たりの良さ

ごみのポイ捨てをしないなどの環境マナー

地域や自治会などの地域コミュニティ活動

環境学習の機会

　

自
然

や

生
活

に

関
す

る

こ
と

81.5 

54.3 

75.5 

77.8 

76.6 

76.8 

44.5 

82.2 

84.1 

76.3 

81.6 

86.2 

60.4 

50.4 

10.9 

35.6 

16.6 

13.8 

16.5 

14.9 

42.2 

10.7 

9.7 

16.8 

11.2 

6.9 

30.1 

39.0 

2.1 

4.3 

1.7 

1.2 

0.6 

1.6 

6.8 

0.7 

0.1 

0.5 

0.7 

0.6 

3.1 

4.7 

5.5 

5.8 

6.2 

7.2 

6.3 

6.7 

6.5 

6.3 

6.0 

6.4 

6.4 

6.3 

6.4 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重要である（非常に重要であるを含む） どちらともいえない

重要でない（さほど重要でないを含む） 無回答

緑の多さ

生きものの多様さ

自然とのふれあい

自然景観の美しさ

街並みのゆとりや美しさ

公園などの憩いの場

文化遺産などの歴史的雰囲気

水のきれいさ

空気のさわやかさ

静けさ

日当たりの良さ

ごみのポイ捨てをしないなどの環境マナー

地域や自治会などの地域コミュニティ活動

環境学習の機会

　

自
然

や

生
活

に

関
す

る

こ
と

84.5 

80.0 

77.5 

76.0 

79.4 

43.4 

86.4 

86.7 

79.1 

83.5 

89.0 

58.0 

7.0 

13.2 

13.5 

15.4 

13.2 

41.4 

7.6 

6.9 

13.1 

9.3 

4.0 

32.6 

1.5 

1.2 

2.0 

2.3 

1.4 

8.1 

0.2 

0.7 

1.5 

1.3 

1.3 

3.7 

7.0 

5.7 

7.0 

6.3 

6.0 

7.1 

5.8 

5.7 

6.3 

5.9 

5.8 

5.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重要である（非常に重要であるを含む） どちらともいえない

重要でない（さほど重要でないを含む） 無回答

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（自然や生活に関すること）【N=811】

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（自然や生活に関すること）※当初計画策定時【N=1,192】
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動物や植物の生息・生育地の保護

山林の保護

水辺環境の保全

まちの緑化

農地の保全

公園の整備

環境に配慮した道路の整備

文化財の保存・整備

ポイ捨て防止などの環境美化

し尿処理などの衛生対策

下水道整備

自動車（道路）による大気汚染対策

工場による大気汚染対策

野焼きによる大気汚染対策

家庭からの排水による水質汚濁対策

工場からの排水による水質汚濁対策

自動車（道路）による騒音対策

工場・店舗からの騒音対策

工場による騒音対策

工場からの悪臭対策

ﾀﾞｲｵｷｼﾝや環境ﾎﾙﾓﾝなどの化学物質対策

地球環境問題への取り組み

ごみ処理体制の充実

リサイクル推進など循環型社会への転換策

省エネルギー対策の徹底

再生可能エネルギーの積極利用

次世代を担う子どもへの環境教育

環境に関する情報の提供

近隣自治体との連携した取り組み

行
政
の
取
り
組
み
に
関
す
る
こ
と

63.6 

66.2 

74.7 

76.0 

54.5 

75.1 

75.8 

50.8 

78.1 

78.8 

79.2 

71.8 

71.3 

58.3 

75.2 

73.0 

71.4 

65.5 

60.5 

69.1 

70.4 

71.6 

81.3 

72.5 

68.7 

70.2 

75.7 

67.9 

61.3 

25.9 

24.0 

15.4 

15.0 

33.9 

14.8 

14.8 

37.9 

12.2 

12.7 

12.2 

19.6 

20.1 

30.7 

15.5 

17.6 

18.7 

24.5 

29.2 

21.5 

20.5 

19.6 

10.2 

17.9 

21.3 

20.0 

15.3 

22.6 

28.6 

1.7 

1.1 

1.1 

0.2 

3.0 

1.6 

0.9 

2.6 

1.0 

0.4 

0.5 

0.5 

0.4 

2.3 

0.9 

0.4 

1.4 

1.2 

1.4 

0.7 

0.7 

0.1 

0.4 

1.2 

1.5 

1.4 

0.5 

1.2 

1.8 

8.8 

8.6 

8.8 

8.8 

8.6 

8.5 

8.5 

8.8 

8.8 

8.1 

8.1 

8.1 

8.3 

8.6 

8.4 

9.0 

8.5 

8.8 

8.9 

8.8 

8.4 

8.6 

8.1 

8.4 

8.5 

8.5 

8.5 

8.3 

8.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重要である（非常に重要であるを含む） どちらともいえない

重要でない（さほど重要でないを含む） 無回答

動物や植物の生息・生育地の保護

山林の保護

水辺環境の保全

まちの緑化

農地の保全

公園の整備

環境に配慮した道路の整備

文化財の保存・整備

ポイ捨て防止などの環境美化

し尿処理などの衛生対策

下水道整備

自動車（道路）による大気汚染対策

工場による大気汚染対策

野焼きによる大気汚染対策

家庭からの排水による水質汚濁対策

工場からの排水による水質汚濁対策

自動車（道路）による騒音対策

工場・店舗からの騒音対策

工場による騒音対策

工場からの悪臭対策

ﾀﾞｲｵｷｼﾝや環境ﾎﾙﾓﾝなどの化学物質対策

地球環境問題への取り組み

ごみ処理体制の充実

リサイクル推進など循環型社会への転換策

省エネルギー対策の徹底

再生可能エネルギーの積極利用

次世代を担う子どもへの環境教育

環境に関する情報の提供

近隣自治体との連携した取り組み

行
政
の
取
り
組
み
に
関
す
る
こ
と

68.0 

70.3 

78.6 

84.0 

48.6 

78.4 

81.6 

50.1 

86.8 

82.8 

85.0 

81.4 

80.9 

61.5 

81.8 

81.3 

78.3 

67.3 

61.6 

74.0 

80.7 

79.7 

88.8 

80.7 

84.1 

75.2 

25.9 

24.0 

16.7 

10.8 

41.6 

15.8 

13.3 

41.2 

8.8 

13.0 

10.8 

14.0 

15.0 

31.0 

13.7 

13.9 

16.8 

26.8 

31.5 

20.4 

14.3 

15.3 

6.9 

14.3 

11.4 

20.4 

1.7 

1.1 

0.3 

0.9 

5.5 

1.5 

1.2 

4.1 

1.0 

0.3 

0.6 

0.7 

0.5 

3.1 

0.7 

0.7 

1.4 

1.6 

2.7 

1.0 

1.0 

0.6 

0.5 

0.3 

0.6 

0.8 

4.4 

4.7 

4.4 

4.3 

4.3 

4.3 

3.9 

4.6 

3.4 

3.9 

3.6 

3.9 

3.6 

4.4 

3.8 

4.1 

3.5 

4.3 

4.2 

4.6 

4.0 

4.4 

3.8 

4.8 

3.9 

3.6 

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（行政の取組に関すること）【N=811】

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（行政の取組に関すること）※当初計画策定時【N=1,192】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重要である（非常に重要であるを含む） どちらともいえない

重要でない（さほど重要でないを含む） 無回答
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この結果を年齢別にみると、自然や生活に関することについては、年齢による重要度の違いは

みられませんでした。

一方で、行政の取り組みに関することについては、「下水道整備」、「ごみ処理体制の充実」とい

った生活環境に関する項目以外に、30歳代では「次世代を担う子どもへの環境教育」が最も重要

度が高くなっていました。

1 2 3

全体
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

10歳･20歳代
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

水のきれいさ 空気のさわやかさ

30歳代
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

水のきれいさ 空気のさわやかさ

40歳代
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

50歳代
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

60歳代
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

70歳代以上
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（自然や生活に関すること）×回答者の年齢

尾張旭市全体の将来の環境の重要度（自然や生活に関すること）　上位3項目

回
答
者
の
年
齢

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（自然や生活に関すること）×回答者の年齢

1 2 3

全体 下水道整備 ごみ処理体制の充実 し尿処理などの衛生対策

10歳･20歳代 ポイ捨て防止などの環境美化 水辺環境の保全 し尿処理などの衛生対策

30歳代 次世代を担う子どもへの環境教育 下水道整備 し尿処理などの衛生対策

40歳代 下水道整備 し尿処理などの衛生対策 ごみ処理体制の充実

50歳代 下水道整備 次世代を担う子どもへの環境教育 ごみ処理体制の充実

60歳代 下水道整備 ごみ処理体制の充実
工場からの排水による水質汚濁
対策

70歳代以上 し尿処理などの衛生対策 ごみ処理体制の充実 次世代を担う子どもへの環境教育

尾張旭市全体の将来の環境の重要度（行政の取り組みに関すること）　上位3項目

回
答
者
の
年
齢

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（行政の取り組みに関すること）×回答者の年齢

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（行政の取り組みに関すること）×回答者の年齢
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また、この結果を住所別にみると、自然や生活に関することについては、住所による重要度の

大きな違いはみられませんでした。

一方で、行政の取り組みに関することについては、渋川小学校区においては「家庭や工場から

の排水による水質汚濁対策」、瑞鳳、旭丘、三郷小学校区では「次世代を担う子どもへの環境教

育」の重要度が高くなっていました。

1 2 3

全体 下水道整備 ごみ処理体制の充実 し尿処理などの衛生対策

旭小学校区 下水道整備 ごみ処理体制の充実 し尿処理などの衛生対策

東栄小学校区 ごみ処理体制の充実 下水道整備 し尿処理などの衛生対策

渋川小学校区 下水道整備
工場からの排水による水質汚濁
対策

ごみ処理体制の充実

本地原小学校区 ごみ処理体制の充実 し尿処理などの衛生対策 下水道整備

城山小学校区 下水道整備 し尿処理などの衛生対策 ごみ処理体制の充実

白鳳小学校区 下水道整備 ごみ処理体制の充実 し尿処理などの衛生対策

瑞鳳小学校区 ごみ処理体制の充実 次世代を担う子どもへの環境教育 下水道整備

旭丘小学校区 下水道整備 次世代を担う子どもへの環境教育 ごみ処理体制の充実

三郷小学校区 下水道整備 次世代を担う子どもへの環境教育 ごみ処理体制の充実

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（行政の取り組み関すること）×回答者の住所（小学校区）

尾張旭市全体の将来の環境の重要度（行政の取り組みに関すること）　上位3項目

回
答
者
の
住
所
（

小
学
校
区
）

1 2 3

全体
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

旭小学校区 空気のさわやかさ 水のきれいさ
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

東栄小学校区
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 日当たりの良さ

渋川小学校区
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

本地原小学校区
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

城山小学校区
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

白鳳小学校区
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

瑞鳳小学校区
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

旭丘小学校区
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

空気のさわやかさ 水のきれいさ

三郷小学校区
ごみのポイ捨てをしないなどの
環境マナー

日当たりの良さ 空気のさわやかさ

回
答
者
の
住
所
（

小
学
校
区
）

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（自然や生活に関すること）×回答者の住所（小学校区）

尾張旭市全体の将来の環境の重要度（自然や生活に関すること）　上位3項目

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（自然や生活に関すること）×回答者の年齢（小学校区）

■尾張旭市全体の将来の環境の重要度（行政の取り組みに関すること）×回答者の年齢（小学校区）
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■行政の取り組みで特に重要なこと

行政の取り組みで特に重要なことについては、「次世代を担う子どもへの環境教育」が約24%

と最も高く、次いで、「下水道整備」、「環境に配慮した道路の整備」、「ごみ処理体制の充実」、「ま

ちの緑化」の順に高くなっていました。

24.2 

23.2 

17.4 

16.0 

14.3 

13.6 

13.4 

11.8 

10.6 

9.5 

9.1 

9.1 

7.6 

7.4 

6.3 

5.9 

5.9 

5.7 

5.3 

5.2 

5.1 

4.3 

3.3 

3.2 

2.6 

2.2 

1.8 

0 5 10 15 20 25 30 

次世代を担う子どもへの環境教育

下水道整備

環境に配慮した道路の整備

ごみ処理体制の充実

まちの緑化

ポイ捨て防止などの環境美化

公園の整備

ﾀﾞｲｵｷｼﾝや環境ﾎﾙﾓﾝなどの化学物質対策

リサイクル推進など循環型社会への転換策

自動車（道路）による騒音対策

地球環境問題への取り組み

再生可能エネルギーの積極利用

し尿処理などの衛生対策

水辺環境の保全

家庭からの排水による水質汚濁対策

自動車（道路）による大気汚染対策

近隣自治体との連携した取り組み

山林の保護

農地の保全

工場からの排水による水質汚濁対策

省エネルギー対策の徹底

動物や植物の生息・生育地の保護

野焼きによる大気汚染対策

環境に関する情報の提供

工場による大気汚染対策

文化財の保存・整備

工場からの悪臭対策

（％）

■行政の取組で特に重要なこと【N=811】



29

この結果を年齢別にみると、30歳代～50歳代までの子育て世代で、「次世代を担う子どものへ

の環境教育」の重要度が特に高くなっていました。

さらに、この結果を住所別にみると、渋川小学校区では、他の地区と比較して「水辺環境の保

全」の重要度が高くなっています。また、三郷小学校区では「公園の整備」の重要度が高くなっ

ていました。

■「尾張旭市環境基本計画」の認知度

現行の「尾張旭市環境基本計画」の認知度をみると、「知ってお

り、内容もある程度理解している」という回答は1割未満であり、

「知らない」という回答が5割以上となっていました。

年齢別にみると、10歳･20歳代、30歳代で「知らない」とい

う回答が7割以上あり、若い世代ほど認知度が低い結果となって

いました。

知っており、

内容もある

程度理解し

ている
6.5%

知っている

が、内容ま

では分から

ない
38.0%

知らない

50.3%

無回答

5.2%

■「尾張旭市環境基本計画」の
認知度【N=811】

1 2 3

全体 次世代を担う子どもへの環境教育 下水道整備 環境に配慮した道路の整備

10歳･20歳代 ポイ捨て防止などの環境美化 環境に配慮した道路の整備 公園の整備

30歳代 次世代を担う子どもへの環境教育 下水道整備 公園の整備

40歳代 次世代を担う子どもへの環境教育 ごみ処理体制の充実 環境に配慮した道路の整備

50歳代 次世代を担う子どもへの環境教育 ごみ処理体制の充実 下水道整備

60歳代 下水道整備 次世代を担う子どもへの環境教育 公園の整備

70歳代以上 下水道整備 次世代を担う子どもへの環境教育 環境に配慮した道路の整備

■行政の取り組みに関することで特に重要なこと×回答者の年齢

行政の取り組みに関することで特に重要なこと　上位3項目

回
答
者
の
年
齢

1 2 3

全体 次世代を担う子どもへの環境教育 下水道整備 環境に配慮した道路の整備

旭小学校区 下水道整備 環境に配慮した道路の整備 次世代を担う子どもへの環境教育

東栄小学校区 次世代を担う子どもへの環境教育 環境に配慮した道路の整備 ポイ捨て防止などの環境美化

渋川小学校区 次世代を担う子どもへの環境教育 まちの緑化 水辺環境の保全

本地原小学校区 次世代を担う子どもへの環境教育 下水道整備 ポイ捨て防止などの環境美化

城山小学校区 下水道整備 次世代を担う子どもへの環境教育 環境に配慮した道路の整備

白鳳小学校区 下水道整備 次世代を担う子どもへの環境教育 ごみ処理体制の充実

瑞鳳小学校区 次世代を担う子どもへの環境教育 ごみ処理体制の充実 下水道整備

旭丘小学校区 次世代を担う子どもへの環境教育 下水道整備 ごみ処理体制の充実

三郷小学校区 次世代を担う子どもへの環境教育 環境に配慮した道路の整備 公園の整備

■行政の取り組みに関することで特に重要なこと×回答者の住所（小学校区）

行政の取り組みに関することで特に重要なこと　上位3項目

回
答
者
の
住
所
（

小
学
校
区
）

■行政の取り組みに関することで特に重要なこと×回答者の年齢

■行政の取り組みに関することで特に重要なこと×回答者の年齢
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■これからの尾張旭市の環境を表すキーワード

これからの尾張旭市の環境を表すキーワードとしては、「豊かな緑や水辺に囲まれたまち」が約

6割と最も高く、次いで「交通機関が整備された便利なまち」、「快適な住宅地が広がるまち」、「地

域で作られた農作物が食べられるまち」、「美しい景色や景観がみられるまち」という順に高くな

っていました。

また、当初計画策定時と比較すると、「地域で作られた農作物が食べられるまち」の回答割合が

高くなっていました。

55.9 

32.3 

30.0 

25.3 

24.9 

23.3 

20.3 

20.1 

12.9 

9.5 

7.9 

4.8 

4.2 

3.0 

4.1 

0 10 20 30 40 50 60 70 

豊かな緑や水辺に囲まれたまち

交通機関が整備された便利なまち

快適な住宅地が広がるまち

地域で作られた農作物が食べられるまち

美しい景色や景観がみられるまち

リサイクルが進むごみが出ないまち

様々な人が集まり楽しく過ごせるまち

地球にやさしいライフスタイルが浸透したまち

太陽光などの自然エネルギーを利用するまち

多くの生きものが身近に住むまち

環境について学んだり、環境保全活動に参加する機会が多いまち

様々な情報が集まり発信されるまち

ビジネスや商業の中心となるまち

その他

無回答

（％）

60.3 

38.8 

36.0 

34.8 

27.7 

19.4 

18.5 

14.2 

11.1 

6.0 

3.0 

2.7 

5.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 

豊かな緑や水辺に囲まれたまち

快適な住宅地が広がるまち

美しい景色や景観がみられるまち

交通機関が整備された便利なまち

リサイクルが進むごみが出ないまち

様々な人が集まり楽しく過ごせるまち

地域で作られた農作物が食べられるまち

太陽光などの自然エネルギーを利用するまち

多くの生きものが身近に住むまち

様々な情報が集まり発信されるまち

ビジネスや商業の中心となるまち

その他

無回答

（％）

■これからの尾張旭市の環境を表すキーワード【N=811】

■これからの尾張旭市の環境を表すキーワード※当初計画策定時【N=1,192】
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■よりよい環境づくりに対する行動

よりよい環境づくりのために普段行っている行動については、「買い物袋を持参したり、過剰包

装はなるべく買わないようにしている」、「エネルギーの節約に心がけている」、「食用油や食べ残

しを排水口から流さないようにしている」といった行動が、日常的に実行されていました。

また、「尾張旭市家庭版環境ISO」や「CO2･CO2ダイエットプラン」への取り組み、「環境に

良いと思うことの普及波及」、「生ごみの堆肥化･減量化」といった行動については、「今後実行し

ていきたい」とされていました。

94.3 

71.5 

60.4 

83.1 

92.8 

86.4 

83.1 

94.5 

77.2 

90.6 

78.9 

90.1 

87.2 

25.3 

40.4 

8.5 

74.4 

90.9 

42.4 

65.0 

32.7 

17.3 

12.1 

2.8 

23.3 

26.4 

6.3 

3.3 

8.1 

11.7 

2.5 

14.9 

5.7 

15.2 

6.7 

8.8 

40.9 

34.4 

36.1 

13.6 

1.7 

39.3 

24.5 

43.0 

50.6 

51.4 

0.4 

1.6 

10.2 

1.5 

1.1 

2.0 

1.6 

0.9 

3.9 

0.7 

2.0 

0.6 

0.7 

26.9 

19.1 

47.3 

5.7 

2.7 

11.0 

4.2 

15.2 

21.0 

21.7 

2.5 

3.6 

3.0 

9.1 

2.7 

3.5 

3.6 

2.2 

3.9 

3.0 

3.9 

2.6 

3.3 

6.9 

6.0 

8.0 

6.4 

4.7 

7.3 

6.3 

9.1 

11.2 

14.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

エネルギーの節約に心がけている

省エネルギー型の家庭電化製品を選択して購入している

なるべく公共交通機関、徒歩、自転車などを利用している

不要なアイドリング、空ぶかし、急発進などをしないようにしている

食用油や食べ残しを排水口から流さないようにしている

排水口や三角コーナーにはネットをつけている

洗剤の量や成分に気を配っている

買い物袋を持参したり、過剰包装はなるべく買わないようにしている

使い捨て製品はなるべく買わないようにしている

詰め替えできる商品を選択して購入している

再生紙などのリサイクル商品を購入している

日常の生活で節水に気をつけている

物は大切にし、修理して長く使うようにしたりしている

コンポスト容器などによる生ごみの堆肥化、減量化を行っている

リサイクルマーケットや、リサイクルショップを利用している

環境家計簿をつけている

テレビやピアノなどの音を外に出さないようにしている

ごみを家庭で燃やさないようにしている

環境問題やその対策について家族で話し合っている

余暇には、自然とふれあうように心がけている

環境に対して良いと思うことを人に勧めたり、広めたりしている

「CO2・CO2ダイエットプラン」に取り組んでいる

「尾張旭市家庭版環境ISO」に取り組んでいる

実行している 今後実行したい

今後も実行するつもりはない 無回答

■よりよい環境づくりに対する行動【N=811】
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この結果を年齢別にみると、いずれの年齢においても、「ごみを家庭で燃やさないようにしてい

る」や「買い物袋を持参したり、過剰包装はなるべく買わないようにしている」、「食用油や食べ

残しを排水口から流さないようにしている」といった行動の実行率が高くなっていました。

■よりよい環境づくりに積極的に取り組むために必要なこと

よりよい環境づくりに対する行動を、より積極的に取り組むために必要なこととしては、「省エ

ネによる光熱費節約やエコポイントの獲得など、直接的メリットがあること」、「大気･水質浄化の

状況など、取り組んだ行動の環境保全効果がはっきりわかること」を挙げる人が4割以上と高くな

っていました。

また、この結果を年齢別にみると、10歳･20歳代や60歳代及び70歳代以上で「自分たちだけ

でなく、みんなで一緒に取り組む運動として行うこと」の回答割合が高くなっていました。

43.8 

43.3 

31.2 

30.2 

27.5 

3.7 

1.7 

4.4 

0 10 20 30 40 50 60 

省エネによる光熱費節約やエコポイントの獲得など、直接的メリットがあること

大気・水質浄化の状況など、取り組んだ行動の環境保全効果がはっきり分かること

補助金など、支援制度が使えること

自分たちだけでなく、みんなで一緒に取り組む運動として行うこと

環境保全のマニュアルやチェックリストなど、取組方法についての資料が手に入ること

表彰制度など、行動の励みとなるものがあること

その他

無回答

（％）
■よりよい環境づくりに積極的に取り組むために必要なこと【N=811】

1 2 3

全体
ごみを家庭で燃やさないようにし
ている

買い物袋を持参したり、過剰包装は
なるべく買わないようにしている

食用油や食べ残しを排水口から流さ
ないようにしている

10歳･20歳代
排水口や三角コーナーにはネット
をつけている

ごみを家庭で燃やさないようにして
いる

買い物袋を持参したり、過剰包装は
なるべく買わないようにしている

30歳代
ごみを家庭で燃やさないようにし
ている

エネルギーの節約に心がけている
買い物袋を持参したり、過剰包装は
なるべく買わないようにしている

40歳代
食用油や食べ残しを排水口から流
さないようにしている

買い物袋を持参したり、過剰包装は
なるべく買わないようにしている

排水口や三角コーナーにはネットを
つけている

50歳代
ごみを家庭で燃やさないようにし
ている

買い物袋を持参したり、過剰包装は
なるべく買わないようにしている

食用油や食べ残しを排水口から流さ
ないようにしている

60歳代
食用油や食べ残しを排水口から流
さないようにしている

買い物袋を持参したり、過剰包装は
なるべく買わないようにしている

ごみを家庭で燃やさないようにして
いる

70歳代以上
食用油や食べ残しを排水口から流
さないようにしている

買い物袋を持参したり、過剰包装は
なるべく買わないようにしている

ごみを家庭で燃やさないようにして
いる

回
答
者
の
年
齢

■よりよい環境づくりに対する行動×回答者の年齢

よりよい環境づくりに対する行動（実行率）　上位3項目

■よりよい環境づくりに対する行動×回答者の年齢
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■環境保全活動等の参加経験及び今後の参加意向

環境保全活動等の参加経験をみると、「清掃や空き缶拾い、河川をきれいにするなどの地域美化

活動」や「資源回収活動やリサイクル活動への参加などごみ減量活動」、「ウォーキングや野外キ

ャンプなどの自然を体験する活動」への参加経験が高くなっていました。

また、参加意向の高い環境保全活動としては、「ウォーキングや野外キャンプなどの自然を体験

する活動」や「草花などを植える緑化活動」といった参加経験の多い環境保全活動のほかに、「動

植物の保護や里山の保全などの活動」のような、主に自然に関する活動への参加意向が高くなっ

ていました。

36.7 

20.3 

39.3 

3.6 

31.7 

16.9 

4.9 

3.3 

5.2 

11.5 

5.2 

1.5 

58.3 

74.7 

56.1 

91.4 

63.6 

77.9 

90.1 

91.6 

89.8 

83.7 

90.0 

31.4 

4.9 

4.9 

4.6 

5.1 

4.7 

5.2 

4.9 

5.1 

5.1 

4.8 

4.8 

67.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資源回収活動やリサイクル活動への参加などごみ減量活動

ごみ処理施設や下水道処理施設などの見学、ごみ収集体験

清掃や空き缶拾い、河川をきれいにするなどの地域美化活動

水辺環境の調査

ウォーキングや野外キャンプなどの自然を体験する活動

草花などを植える緑化活動

動植物の保護や里山の保全などの活動

文化財や歴史的な遺産などの保護活動

地球温暖化防止に関する活動

環境に関する講演会や勉強会などへの出席

環境に関するポスターや標語などへの応募

その他

ある ない 無回答

38.5 

28.1 

39.7 

21.9 

45.7 

41.9 

30.2 

24.3 

24.4 

25.8 

12.3 

3.8 

44.4 

51.0 

43.2 

56.2 

37.5 

41.1 

51.2 

55.9 

56.6 

54.1 

62.8 

17.1 

7.4 

11.0 

7.5 

12.0 

8.5 

7.8 

9.6 

11.2 

10.0 

11.5 

15.4 

5.4 

9.7 

9.9 

9.6 

9.9 

8.3 

9.2 

9.0 

8.6 

9.0 

8.6 

9.5 

73.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資源回収活動やリサイクル活動への参加などごみ減量活動

ごみ処理施設や下水道処理施設などの見学、ごみ収集体験

清掃や空き缶拾い、河川をきれいにするなどの地域美化活動

水辺環境の調査

ウォーキングや野外キャンプなどの自然を体験する活動

草花などを植える緑化活動

動植物の保護や里山の保全などの活動

文化財や歴史的な遺産などの保護活動

地球温暖化防止に関する活動

環境に関する講演会や勉強会などへの出席

環境に関するポスターや標語などへの応募

その他

参加したい あまり参加したいと思わない 参加したくない 無回答

■環境保全活動等の参加経験【N=811】

■環境保全活動等への今後の参加意向【N=811】
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■「生物多様性」の認知度

「生物多様性」の認知度をみると、「知らない」という回答

は2割弱であり、平成22年に開催された「生物多様性条約第

10回締約国会議（COP10）」の影響もあり、「生物多様性」

という言葉自体は広く認識されていることが分かりました。

年齢別にみると、10歳代では内容まである程度理解してい

る人が約5割であり、若い世代ほど認知度が高くなっていま

した。

■生物多様性を保全するためにできること

生物多様性を保全するためにできることについては、「出かけた時には、ごみを捨てずに持ち帰

る」、「排水口に使い終わった油や食べ残しを捨てない」をはじめとして、多くの行動で実践可能

とされていました。

知っており、

内容もある

程度理解し

ている
30.0%

知っている

が、内容ま

では分から

ない
49.2%

知らない

17.3%

無回答

3.6%

74.0 

72.9 

65.0 

64.9 

60.0 

59.2 

47.8 

24.4 

1.6 

4.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

出かけた時には、ゴミを捨てずに持ち帰る

排水口に使い終わった油や食べ残しを捨てない

本来その地域に生息・生育していない動植物をむやみに放さない

野生動物にエサを与えない

むやみに野草を採ったり傷つけたりしない

河原や森林などでは、決められた場所以外に車を乗り入れない

殺虫剤や除草剤などの使用を控えるようにする

家の周りに樹木を植えるときは、もともとその地域に生えているものを使う

その他

無回答

（％）

■「生物多様性」の認知度【N=811】

■生物多様性を保全するためにできること【N=811】
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■「ESD」の認知度

「ESD」の認知度をみると、「知らない」という回答が6割以

上あり、「知っており、内容もある程度理解している」という回

答は1割未満でした。

年齢別にみると、「生物多様性」とは逆に、若い世代ほど認知

度が低くなっていました。

■ESDの取り組みを推進するために必要な施策

ESDの取り組みを推進するために必要な施策としては、「地域におけるESDの認知度の向上」

が約6割と最も高く、次いで「ESDに関する優良事例や専門知識の情報収集･発信」、「活動を維持

する組織、しくみづくり」となっていました。

知っており、

内容もある

程度理解し

ている
8.8%

知っている

が、内容ま

では分から

ない
26.4%

知らない

61.8%

無回答

3.1%

57.0 

40.0 

37.2 

28.6 

25.6 

14.7 

12.6 

7.3 

1.4 

12.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 

地域におけるESDの認知度の向上

ESDに関する優良事例や専門知識の情報収集・発信

活動を維持する組織、しくみづくり

市としての方針の提示

活動を維持する動機づけ、やる気の向上

新たな人材、支援者の確保

既存の人材の技術力（指導力）向上

活動に使える多様な資金源の獲得

その他

無回答

（％）

■「ESD」の認知度【N=811】

■ESD の取り組みを推進するために必要な施策【N=811】
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3. 事業者環境意識調査結果

■開発と環境保全のバランス

開発と環境保全のバランスをみると、当初計画策定時と比較して、「地域の発展や便利さにつな

がる開発であれば、環境保全のために多少の規模縮小や運用上の制約を受けた上で実施して良

い」と考える事業者の割合が増加していました。

■環境保全のために事業者に求められる取り組み

環境保全のために事業者に求められる取り組みとしては、「節電や節水などの省エネルギーの推

進」が約4割と最も高く、次いで「資源循環型産業の推進」、「法令や基準の遵守」の順に高くなっ

ていました。

また、当初計画策定時と比較すると、「資源循環型産業の推進」の回答割合が大きく増加してい

ました。

13.2 

2.0 

64.0 

76.5 

8.1 

9.8 

3.7 

3.9 

0.0 

2.0 

11.0 

5.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
地域の発展や便利さを求めずに、環境保全を優先すべき

地域の発展や便利さにつながる開発であれば、環境保全のために多少の規模縮小や運用上の制約を受けた上で実施しても良い

現状のまま特に何もしなくて良い

地域の発展や便利さにつながる開発であれば、少しくらい環境を損なっても仕方がない

環境を犠牲にしてでも地域の発展や便利さを求めるべき

無回答

計画見直し時

【N=51】

（参考）

現行計画策定時

【N=136】

30.1 

29.4 

21.3 

18.4 

17.6 

12.5 

12.5 

11.8 

10.3 

2.9 

2.2 

0.7 

0.7 

0.0 

12.5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

法令や基準の遵守

節電や節水などの省エネルギーの推進

再生品やリユース･リサイクル可能な製品の使用

化学物質の適切な管理

資源循環型産業の推進

事業活動の継続的改善

従業員の環境教育

自然エネルギーや新エネルギーの導入

環境保全活動への参加

自らの環境情報の調査・提供・公開

市民団体への活動支援

特にない

その他

わからない

無回答

（％）

■開発と環境保全のバランス【N=51】

37.3 

27.5 

25.5 

17.6 

17.6 

17.6 

15.7 

13.7 

9.8 

2.0 

0.0 

2.0 

2.0 

0.0 

3.9 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

節電や節水などの省エネルギーの推進

資源循環型産業の推進

法令や基準の遵守

化学物質の適切な管理

自然エネルギーや新エネルギーの導入

事業活動の継続的改善

従業員の環境教育

再生品やリユース･リサイクル可能な製品の使用

環境保全活動への参加

市民団体への活動支援

自らの環境情報の調査・提供・公開

特にない

その他

わからない

無回答

（％）

■環境保全のために事業者に求められる
               取り組み【N=51】

■環境保全のために事業者に求められる
      取り組み ※当初計画策定時【N=136】
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環境保全に関する行動

環境保全に関する行動としては、「こまめな消灯･冷暖房温度などの省エネ」、「紙、缶･ビン類、

生ゴミなどのリサイクル」、「使い捨て製品の使用･購入の抑制、再生紙などの使用」といった行動

を日常的に実行している事業者が高くなっていました。

また、今後取り組みたいとする割合が高かった行動としては、「県や市が行う環境行事への参

加」、「周辺の美化活動や緑化活動への参加」、「自然エネルギーの導入や廃熱利用促進」などが挙

げられ、CSR活動の一環として取り組む行動や、初期投資はかかるものの長期的視点では大きく

経費節減につながる行動などへの意向が高くなっていました。

92.2 

51.0 

25.5 

21.6 

82.4 

70.6 

58.8 

25.5 

9.8 

41.2 

19.6 

52.9 

19.6 

17.6 

23.5 

33.3 

47.1 

17.6 

33.3 

11.8 

15.7 

37.3 
2.0 

5.9 

39.2 

37.3 

47.1 

5.9 

21.6 

15.7 

17.6 

21.6 

41.2 

29.4 

33.3 

11.8 

25.5 

19.6 

23.5 

39.2 

56.9 

47.1 

41.2 

33.3 

27.5 

5.9 

0.0 

3.9 

19.6 

19.6 
2.0 

2.0 

0.0 

7.8 

23.5 

5.9 

19.6 

0.0 

11.8 

5.9 

2.0 

17.6 

2.0 

11.8 

2.0 

27.5 

19.6 

17.6 
0.0 

0.0 

2.0 

9.8 

5.9 

3.9 

2.0 

19.6 

41.2 

39.2 

5.9 

25.5 

7.8 

51.0 

43.1 

47.1 

21.6 

5.9 

5.9 

9.8 

11.8 

23.5 

5.9 

7.8 

2.0 

3.9 

7.8 

5.9 

5.9 

3.9 

5.9 

7.8 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

7.8 

7.8 

3.9 

5.9 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

11.8 

84.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

こまめな消灯・冷暖房温度などの省エネ

OA機器などに省エネ型のものを使用

建物の断熱性能の向上や太陽光の取り入れの工夫

自然エネルギーの導入や廃熱利用促進

紙、缶・ビン類、生ごみなどのリサイクル

使い捨て製品の使用・購入の抑制、再生紙などの使用

過剰包装の自粛

省エネ・リサイクル可能な製品を開発・製造・販売

雨水利用や中水利用

排出ガス規制適合車や低公害車の導入

車の使用を控え、公共交通機関を利用する

環境にやさしい運転の指導

輸配送に関する車両利用の抑制

二酸化炭素・メタンなどの排出抑制

フロンなどの使用抑制

ISO14000や民間の認証制度の認証取得

社員の環境教育の実施

県や市が行う環境行事への参加

周辺の美化活動や緑化活動への参加

動植物の保護活動への参加

環境報告書等の作成及び環境情報の発信

伝統行事などへの積極的な参加

その他

いつも実行している 今後取り組みたい 今後とも行わない あてはまらない 無回答

■環境保全に関する行動【N=51】

「今後取り組みたい」の回答割合が高かった行動　上位5項目 （%）

1 県や市が行う環境行事への参加 56.9

2 自然エネルギーの導入や廃熱利用促進 47.1

3 周辺の美化活動や緑化活動への参加 47.1

4 排出ガス規制適合車や低公害車の導入 41.2

5 動植物の保護活動への参加 41.2
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■事業所から出るごみの排出方法

事業系一般廃棄物の処理方法としては、「業者に処理を依頼

している」が約9割と高かった一方で、「家庭ごみと一緒に地

域の集積所に排出している」と回答した事業所も1割弱みられ

ました。

■温室効果ガス削減のための取り組み

温室効果ガス削減のための取り組みとしては、「自動車やエアコン等の点検整備の励行」や「電

気･ガス･水等の使用量の削減による省エネの推進」を日常的に実行している事業所の割合が高く

なっていました。

また、今後取り組みたいとする割合が高かった行動としては、「建物の断熱性能の向上」、「電力

使用効率の向上」、「電灯配置の見直し」といった、建物の省エネルギー対策が多く挙げられてい

ました。

業者に処理

を依頼して

いる

86.3%

晴丘セン

ターに持ち

込んでいる

0.0%

家庭ごみと

一緒に地域

の集積所に

排出してい

る

7.8%

その他

3.9%
無回答

2.0%

11.8 

5.9 

25.5 

74.5 

76.5 

21.6 

45.1 

17.6 

9.8 

39.2 

21.6 

2.0 

25.5 

13.7 

11.8 

19.6 

19.6 

45.1 

33.3 

3.9 

7.8 

37.3 

25.5 

2.0 

51.0 

58.8 

29.4 

0.0 

0.0 

19.6 

13.7 

3.9 

7.8 

5.9 

9.8 

0.0 

7.8 

17.6 

21.6 

2.0 

0.0 

7.8 

3.9 

66.7 

66.7 

11.8 

37.3 

9.8 

3.9 

3.9 

11.8 

3.9 

3.9 

5.9 

3.9 

7.8 

7.8 

5.9 

5.9 

86.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従業員のマイカー通勤の抑制

ノーマイカーデーの実施

輸配送の合理化等による自動車

利用の抑制

自動車やエアコン等の点検整備

の励行

電気・ガス・水等の使用量の削減

による省エネの推進

建物の断熱性能の向上

電灯配置の見直し

工場等における燃焼管理の徹底

工場等における熱の有効利用

電力使用効率の向上

温室効果ガスの排出量が少ない

燃料への転換

その他

いつも実行している 今後取り組みたい 今後とも行わない

あてはまらない 無回答

■事業所から出るごみの排出方法
【N=51】

■温室効果ガス削減のための取り組み【N=51】

「今後取り組みたい」の回答割合が高かった行動　上位5項目 （%）

1 建物の断熱性能の向上 45.1

2 電力使用率の向上 37.3

3 電灯配置の見直し 33.3

4 従業員のマイカー通勤の抑制 25.5

5 温室効果ガスの排出量が少ない燃料への転換 25.5
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■環境保全に取り組むことで得られたメリット

環境保全に取り組むことで得られたメリットとしては、「経費節減」、「社員の意識向上」が6割

以上と高く、次いで「企業イメージの向上」となっており、当初計画策定時と同様の結果となっ

ていました。

■環境保全に取り組む上での課題

環境保全に取り組む上での課題としては、「環境保全に取り組むための資金が不足している」が

約5割と最も高く、次いで「環境保全に取り組むための人材が不足している」、「ノウハウが不足し

ており技術的に困難である」、「情報が不足している」の順に高くなっており、環境保全に取り組

む資金や人材に加え、情報･技術不足も今後の課題となっていました。

78.4 

66.7 

39.2 

29.4 

15.7 

11.8 

3.9 

0.0 

2.0 

2.0 

3.9 

0 20 40 60 80 100 

経費削減

社員の意識向上

企業イメージの向上

地元住民からの信頼

事故の未然防止

職場の活性化

ビジネスチャンス

知名度の向上

その他

特に効果はなかった

無回答

（％）

42.6 

37.5 

19.1 

5.1 

5.1 

4.4 

4.4 

1.5 

0.7 

30.9 

0 20 40 60 80 100 

経費削減

社員の意識向上

企業イメージの向上

職場の活性化

事故の未然防止

ビジネスチャンス

地元住民からの信頼

知名度の向上

その他

不明

（％）

52.9 

33.3 

21.6 

19.6 

5.9 

2.0 

0.0 

9.8 

2.0 

0 10 20 30 40 50 60 

環境保全に取り組むための資金が不足している

環境保全に取り組むための人材（人手）が不足している

ノウハウが不足しており技術的に困難である

情報が不足している

自社所有の建物ではないため、設備改修などが行えない

取引先や消費者の協力・理解が得られない

その他

特にない

無回答

（％）
■環境保全に取り組む上での課題【N=51】

■環境保全に取り組むことで
       得られたメリット【N=51】

■環境保全に取り組むことでで得られたメリット
※当初計画策定時【N=136】
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■尾張旭市の環境を表すキーワード

尾張旭市の環境を表すキーワードとしては、「豊かな緑や水辺に囲まれたまち」、「快適な住宅地

が広がるまち」、「交通機関が整備された便利なまち」が多く挙げられており、概ね市民の回答と

同じとなっていました。

なお、市民の回答結果と比較すると、「多くの生きものが身近に住むまち」の回答割合が高くな

っていました。

56.9 

35.3 

31.4 

27.5 

25.5 

13.7 

13.7 

11.8 

9.8 

9.8 

9.8 

7.8 

5.9 

3.9 

2.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 

豊かな緑や水辺に囲まれたまち

快適な住宅地が広がるまち

交通機関が整備された便利なまち

多くの生きものが身近に住むまち

様々な人が集まり楽しく過ごせるまち

地域で作られた農作物が食べられるまち

太陽光などの自然エネルギーを利用するまち

美しい景色や景観がみられるまち

ビジネスや商業の中心となるまち

様々な情報が集まり発信されるまち

地球にやさしいライフスタイルが浸透したまち

リサイクルが進むごみが出ないまち

環境について学んだり、環境保全活動に参加する機会が多いまち

その他

無回答

（％）

55.9 

32.3 

30.0 

25.3 

24.9 

23.3 

20.3 

20.1 

12.9 

9.5 

7.9 

4.8 

4.2 

3.0 

4.1 

0 10 20 30 40 50 60 70 

豊かな緑や水辺に囲まれたまち

交通機関が整備された便利なまち

快適な住宅地が広がるまち

地域で作られた農作物が食べられるまち

美しい景色や景観がみられるまち

リサイクルが進むごみが出ないまち

様々な人が集まり楽しく過ごせるまち

地球にやさしいライフスタイルが浸透したまち

太陽光などの自然エネルギーを利用するまち

多くの生きものが身近に住むまち

環境について学んだり、環境保全活動に参加する機会が多いまち

様々な情報が集まり発信されるまち

ビジネスや商業の中心となるまち

その他

無回答

（％）

■尾張旭市の環境を表すキーワード【N=51】

■尾張旭市の環境を表すキーワード ※当初計画策定時【N136】
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■今後取り組んでいく予定の環境保全活動

今後取り組んでいく予定の環境保全活動としては、「条例や規制を遵守し、対策に着手する」と

「環境に配慮した製品（商品）を積極的に取り扱う」が4割以上と高く、次いで「率先して環境保

全型の事業活動を行う」となっていました。

なお、「特に取り組む予定はない」と回答した事業所の割合は、わずかではありますが減少して

いました。

■環境保全活動により積極的に取り組むために必要なこと

環境保全活動により積極的に取り組むために必要なこととしては、「それぞれの行動によるコス

トダウンなどの直接的効果が目に見える形で分かること」が最も高く、次いで「環境保全のため

の助成制度が充実すること」、「環境保全活動が企業の社会貢献につながること」といった順とな

っていました。

43.1 

43.1 

21.6 

15.7 

15.7 

9.8 

5.9 

2.0 

0.0 

2.0 

5.9 

5.9 

2.0 

0 10 20 30 40 50 60 

条例や規制を遵守し、対策に着手する

環境に配慮した製品（商品）を積極的に取り扱う

率先して環境保全型の事業活動を行う

事業所内の根本的な省エネルギーに取り組む

市と協力して環境保全活動を行う

事業者間で協力して廃棄物活用などを進める

市民と協力して環境保全活動を行う

学校と協力して環境保全の調査・研究を行う

環境保全基金等を設立し活用する

その他

特に取り組む予定はない

わからない

無回答

（％）

41.2 

36.8 

18.4 

17.6 

15.4 

9.6 

8.1 

0.7 

0.0 

0.7 

7.4 

5.1 

5.1 

0 10 20 30 40 50 60 

環境に配慮した製品（商品）を積極的に取り扱う

条例や規制を遵守し、対策に着手する

事業者間で協力して廃棄物活用などを進める

率先して環境保全型の事業活動を行う

事業所内の根本的な省エネルギーに取り組む

市と協力して環境保全活動を行う

市民と協力して環境保全活動を行う

環境保全基金等を設立し活用する

学校と協力して環境保全の調査・研究を行う

その他

特に取り組む予定はない

わからない

無回答

（％）

56.9 

47.1 

37.3 

33.3 

21.6 

19.6 

17.6 

17.6 

11.8 

7.8 

5.9 

2.0 

3.9 

3.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 

それぞれの行動によるコストダウンなどの直接的効果が目に見える形で分かること

環境保全のための助成制度が充実すること

環境保全活動が企業の社会貢献につながること

それぞれの行動による環境保全効果が目に見える形でわかること

環境関連情報の提供が行われること

環境保全のマニュアルやチェックリストなどの取組方法についての資料が手に入ること

企業単位ではなく、組織的に取り組む運動として行うこと

表彰制度や市による広報など、行動の励みとなるものがあること

環境関連の相談窓口が設置されること

事業者対象の環境学習会などが開催されること

環境保全のための技術指導が受けられること

その他

特にない

無回答

（％）

■環境保全活動により積極的に取り組むために必要なこと【N=51】

■今後取り組んでいく予定の
        環境保全活動【N=51】

■今後取り組んでいく予定の環境保全活動
※当初計画策定時【N=136】
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第3部 環境基本計画

3. 施策の体系

「市の特性」や「市民・事業者環境意識調査結果」、そして国や愛知県の動向、さらには社会情

勢の変化や上位関連計画の内容などを踏まえ、施策の体系を12から14へと見直すとともに、併せ

て具体的な取り組み区分も見直します。

■当初計画

環
境
を
考
え

と
も
に
つ
く
る

私
た
ち
の
ま
ち

【
望
ま
し
い
環
境
像
】

3. 地域で地球を考

えるまちづくり

4. 自然とふれあう

まちづくり

5. 暮らしやすい快

適なまちづくり

収集・処理体制

周知

適正処理

省エネルギー・省資源

自動車による環境負荷の削減

その他

代替エネルギー

水循環

オゾン層保護

その他

緑地・樹木の保全

農地の保全

水辺の保全

ふれあいの機会の充実

まちの緑化

生育・生息環境の保全

外来生物対策

水･土の汚染防止

大気汚染、騒音、振動の防止

有害物質、その他公害への対応

良好な生活空間づくり

環境美化

マナーの向上

2-3 ごみを適正に処理する

3-1 地球温暖化を防ぐ

3-2 地球規模の環境問題に取り組む

4-1 緑と水辺を守る

4-2 緑に親しむ

4-3 生き物に配慮する

5-1 安全で健康な暮らしを守る

5-2 快適でゆとりある都市空間をつくる

1. 学び広げるまち

づくり

2. ごみのないまち

づくり

情報や機会の提供

体制の整備

情報提供

活動支援

発生抑制

生ごみの減量

協力体制の構築

リユース

リサイクル

1-1 環境教育･環境学習を進める

1-2 環境保全活動を進める

2-1 ごみを減らす

2-2 ごみを生かす

【分野別目標】 【施    策】 【みんなの取り組みの区分】

第 1 章 尾張旭市の望ましい環境像と分野別目標
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■中間見直し後（網かけ部分：見直し･新規追加項目）

プログラムの充実

総合的･体系的に推進する体制づくり

活動に対する支援

活動への参加促進

収集･分析

発信･活用

省エネルギー化の推進

自動車による環境負荷の削減

その他

調査･研究の実施

再生可能エネルギーの普及、導入促進

生物多様性の保全

生態系ネットワークの形成

外来生物対策

1-1 環境教育･環境学習を進める

3-1 二酸化炭素（CO2）排出量を削減する

3-2 再生可能エネルギーを利用する

ごみを出さない意識づくり

わかりやすい情報提供

事業系ごみの減量対策

新たな資源化

仕組みづくりによる資源化の推進

安全に処理するための分別

効率的な収集と処理

仕組みづくり

2-1 ごみを減らす

2-2 ごみを生かす

2-3 ごみを適正に処理する

水循環

オゾン層保護

その他

水･土の汚染防止

大気汚染、騒音、振動の防止

有害物質、その他公害への対応

良好な生活空間づくり

環境美化

マナーの向上

5-1 安全で健康な暮らしを守る

緑地・樹木の保全

農地の保全

水辺の保全

ふれあいの機会の充実

まちの緑化

地域力を生かした資源化の推進

適正処理

【施    策】 【みんなの取り組みの区分】

環
境
を
考
え

と
も
に
つ
く
る

私
た
ち
の
ま
ち

【
望
ま
し
い
環
境
像
】

3. 地域で地球を考

えるまちづくり

4. 自然とふれあう

まちづくり

5. 暮らしやすい快

適なまちづくり

1. 学び広げるまち

づくり

2. ごみのないまち

づくり

【分野別目標】

1-3 環境情報を収集し、提供・活用する

事業者による資源化の推進

4-2 緑と水辺を育みふれあう

4-3 動植物に配慮する

5-2 快適でゆとりある都市空間をつくる

4-1 緑と水辺を守りつなげる

1-2 環境保全活動を進める

3-3 地球規模の環境問題に取り組む
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本章の見方

指 標 の 内 容

の説明です。

第 2 章 市、市民･市民団体、事業者の取り組み

「分野別目標」の名称です。 当初計画の検証結果を

「施策」ごとに示すと

ともに、今後の課題を

示しています。
「施策」の

名称です。

当初計画に掲げた目標値（当初値 平成17年度）と中間目標値（平

成25年度）、中間見直し時の現状値（平成24年度）と長期目標

値（平成35年度）であり、「市民アンケート」や「業務データ」

から取得しています。

中間見直しによって新たに設定された指標では、当初値と中間目

標値を「－」で表しています。

「みんなの取り組み」の実施に

よって、どれだけその施策の目

的が達成されたかを見る指標

（モノサシ）です。

尾張旭市第五次総合計画に掲

げたものを引用しています。
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市の取り組みを、グル

ープ分けした区分の

名称です。

「施策」を実現するた

めの、市の取り組みを

示します。

「施策」を実現するための、市民･市民団体

及び事業者の取り組みを示します。

市職員個人の取り組みは、市民や事業者の取

り組みに含めることとします。

市の取り組みの関連課を示します。

略号

人事：人事課 土木：土木管理課

企画：企画課 下水：下水道課

財政：財政課 上水：上水道課

契約：契約検査課 消防：消防署

市活：市民活動課 教行：教育行政課

産業：産業課 給食：学校給食センター

環境：環境課 生涯：生涯学習課

こども：こども課 文化：文化スポーツ課

都計：都市計画課 各課：関係各課

都整：都市整備課

「●」、「（新規）」の項目は、中間見直

しによって新たに追加した項目を示

します。
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分野別目標① 学び広げるまちづくり

施策1-1 環境教育･環境学習を進める

「野外活動推進事業」や「学習支援事業」の実施によって、学校教育における環境教育や体験学

習の支援を継続的に行うとともに、小学生を対象とした水生生物調査を実施し、環境保全への理解

促進と意識高揚を図った結果、「環境について学んだことのある児童生徒の割合」は、継続して高

いレベルにあります。

一方、名古屋産業大学と連携を図りながら「あさひエコ大学」や「環境フォーラム」を開催する

とともに、広報やホームページなどを通じて情報提供や啓発も行っているものの、「環境問題に関

心を持って自ら学んでいる市民割合」は、減少傾向にあります。

自然と共生した持続可能な社会をつくっていくためには、一人一人の自覚と行動が非常に重要で

あり、世代を越えて引き継がれていく必要があります。また、これを実現するためには、環境につ

いての正しい知識を持ち、進んで行動できるような人材の育成が大変重要であると考えられます。

このため、平成26年11月に名古屋市で開催された「ESD（持続可能な開発のための教育）に関

するユネスコ世界会議」を良いきっかけとして、教育活動に視点を置いた環境教育や、学習者の学

びに視点を置いた環境学習に関する事業を積極的に推進していきます。

■施策の目的達成度を示す指標

指標名
当初値
（H17）

中間
目標値
（H25）

現状値
（H24）

長期
目標値
（H35）

指標の見方

環境問題に関心を持って

自ら学んでいる市民割合

（％）

12.7 （増加） 12.4 17.0
市民が環境問題に関心を持って自

ら学んでいるかを見る指標です。

ESDユネスコスクール数

（校）
－ － 0 2

ESDの推進拠点が整備されてい

るかを見る指標です。

環境を考えた行動をして

いる児童生徒の割合

（％）

－ － 90.7 91.0
児童生徒が環境について考え、行

動をしているかを見る指標です。

■あさひこども環境教室
出典：ESD 愛･地球プロジェクト HP

■環境問題に関心を持って自ら学んでいる市民割合

12.7 
14.2 14.2 14.5 14.5 

12.9 12.9 12.4 

8.8 

0.0 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
（当初値）

（％）
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■みんなの取り組み

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者

プログラム

の充実

○地域の特性を活かしながら、環

境に関する講座や見学会など

学習の機会を提供します。

産業

環境

教行

生涯

○環境に関する知識

や経験を家族や友

人等と話し合い、学

習の輪を広げます。

○行政や市民団体の

行う環境教育･環境

学習への積極的な

参加に努めます。

○事業所内で環境に

関する研修会など

を開催し、従業員に

対する環境教育･環

境学習の推進に努

めます。

○環境教育･環境学習に関する情

報提供･啓発に努めます。

環境

○学校における環境教育を積極

的に推進するとともに、子ども

たちが自然とふれあう機会の

充実に努めます。

環境

教行

○名古屋産業大学と連携し、環境

教育･環境学習を推進します。

環境

●あらゆる年齢層に対する環境

教育･環境学習の実施方法を模

索します。（新規）

環境

総合的･

体系的に

推進する

体制づくり

○環境教育･環境学習を総合的･

体系的に推進する体制の整備

に努めます。

環境

教行

○小中学校で行われ

る環境への取り組

みに協力します。

○市民団体は、地域に

おける環境教育･環

境学習に協力する

よう努めます。

○小中学校で行われ

ている環境への取

り組みに協力しま

す。

○環境配慮技術の研

究 ･ 開 発 に 努 め ま

す。

○環境教育･環境学習拠点の整備

について検討します。

環境

●環境学習を行う各主体への支

援･育成を行います。（新規）

環境

●各主体をつなぐ組織やネット

ワークの構築、強化を図りま

す。（新規）

環境

●ユネスコスクールへの加盟を

申請し、子どもたちがESDの

視点から議論したり、世界に向

けて発進したりする機会を設

けることを検討します。（新規）

教行

●学校内のビオトープを活用し

た水生生物調査のほか、大気や

水の調査など、学校ごとに特色

のある取組みの実施に努めま

す。（新規）

教行
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施策1-2 環境保全活動を進める

「市民活動支援事業」の実施によって、環境保全に係るボランティア団体やＮＰＯの活動を支援

するとともに、アダプトプログラムや公園愛護会制度の運用によって、市民による環境保全活動の

支援を行っています。

その結果、各種の活動は恒例行事として定着しつつありますが、「環境保全活動等に参加してい

る市民団体数」や「環境保全活動参加者数」は伸び悩んでいます。

全ての人が、環境への負荷の少ない行動を自ら進んで行う社会をめざすためには、自主的で積極

的な環境保全活動が必要であり、これらの活動に対する支援も欠かせないものと考えられます。

このため、環境教育や環境学習に関する事業の拡大や、ボランティア団体やＮＰＯの活動内容の

ＰＲなどを通じて、環境保全活動への参加を促進していきます。

■施策の目的達成度を示す指標

指標名
当初値
（H17）

中間
目標値
（H25）

現状値
（H24）

長期
目標値
（H35）

指標の見方

環境保全活動等に参加

している市民団体数

（団体）

16 30 26 30
市民団体が環境保全活動に参加

しているかを見る指標です。

環境保全分野のボラン

ティアをしている市民

の割合（％）

－ － 4.4 7.0

市民が環境保全分野のボランテ

ィア活動に参加しているかを見

る指標です。

■アダプトプログラムによる地域清掃活動
出典：尾張旭市 HP

■環境保全活動等に参加している市民団体数

16 

22 
25 26 26 25 26 26 

29 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
（当初値）

（団体）
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■みんなの取り組み

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者

活動に

対する支援

○活動に必要な資材の提供、講師

の派遣など、活動団体の支援に

努めます。

市活

環境

都整

土木

○市民団体の環境保

全活動への積極的

な参加に努めます。

○市民主体の環境保

全活動を進め、環境

への関心を高めま

す。

○事業者や市が開催

する環境関連イベ

ントに積極的に参

加します。

○環境保全活動の活

発なメーカーや店

舗を応援します。

○環境保全活動に積

極的に協力します。

○従業員の環境保全

活動等への参加を、

バックアップしま

す。

○地域の環境保全活

動や環境関連イベ

ント等に積極的に

参加・協力します。

○地域における環境保全活動を

推進する人材や団体の育成を

図るとともに、環境保全活動に

関する表彰や活動支援を行い

ます。

市活

環境

都整

土木

○活動状況の情報交換を行うこ

とができる場の提供に努めま

す。

市活

環境

都整

土木

活動への

参加促進

○活動団体の環境保全に関する

情報を収集･整理し、市民への

提供･啓発に努めます。

市活

環境

都整

土木

○環境に関する市民

活動などに参加・協

力し、情報を収集し

ます。

○事業所内や事業に

おいて環境に配慮

した取り組みを広

く紹介します。

●環境保全活動への参加を促進

します。（新規）

市活

環境

都整

土木
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施策1-3 環境情報を収集、提供･活用する 新規

大気や水、土壌、生物などの間を物質が循環し、生態系が微妙な均衡を保つことによって、はじ

めて成り立っている環境は決して無限のものではなく、人類を含む地球上すべての生物の存続の基

盤であり、その活動に伴って刻一刻と変化を続けています。

こうした環境を良好な状態に保全し、その全体を自然の系として健全に維持していくためには、

構成する様々な要素の現状を把握し、適切な対応を検討する必要があり、その結果を積極的に公表

し、市民や市民団体等の活動に生かしていくことも必要です。

このため、環境･経済･社会の状況や自然資源の賦存等についての調査･把握を進めるとともに、

その発信や活用にも努めていきます。

■施策の目的達成度を示す指標

指標名
当初値
（H17）

中間
目標値
（H25）

現状値
（H24）

長期
目標値
（H35）

指標の見方

環境に関する情報の発信

機会（件）
－ － 75 80

市民･事業者に対して環境に関す

る情報を十分発信しているかを

見る指標です。

河川水質調査項目数

（件）
－ － 22 22

河川の環境情報を収集している

か（現況を把握しているか）を見

る指標です。

環境保全の知識を学んで

いる市民の割合（％）
－ － 8.8 14.5

市民が環境保全に関する知識を

学んでいるかを見る指標です。

■あさひエコ大学
       出典：ESD ユネスコ世界会議

あいち･なごや支援実行委員会 HP

■水生生物調査
出典：市環境課
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■みんなの取り組み

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者

収集･分析 ●社会経済情勢を踏まえながら、

環境を取り巻く情報や、自然資

源の分布等を客観的･定量的に

把握します。（新規）

環境 ○情報交換を活発に

し、環境に関する知

識を身につけると

ともに発信します。

●家庭版環境ISOに取

り組み、家庭でのエ

ネルギー使用量等

の把握に努めます。

（新規）

○環境報告書や環境

会計等を作成し、環

境情報を発信しま

す。

○市域の環境への配

慮意識の向上、相互

の情報交換の活性

化に協力します。

●河川の水質調査や工場の排水

調査を継続的に実施し、水質汚

濁状況を把握します。（新規）

環境

発信･活用 ○環境情報を積極的に発信し、市

民の意識高揚につなげます。

環境 ○環境に関連する情

報を積極的に得る

よう努めます。

○環境に関する情報

を積極的に収集･整

理します。●地域に密着した環境関連の先

進事例を紹介し、市民や市民団

体、事業者等の各主体が保有し

ている情報の共有を図ります。

（新規）

環境

●環境に関する無関心層への啓

発方法を検討します。（新規）

環境
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分野別目標② ごみのないまちづくり

施策2-1 ごみを減らす

ごみの減量に関する市民意識の醸成により、｢市民一人一日あたりのごみ総量｣は、毎年減少しつ

づけています。

また、「環境事業センターにおけるリユース件数」は、平成23年度から実施した「粗大ごみの有

料化」の影響を受けて減少傾向にありましたが、自転車やベビーカー等のこども用品を対象とした

「リユース品引取・提供事業」を開始した結果、近年では増加傾向に転じています。

こうしたことから、この状態を維持又はさらに改善していくための、継続した意識啓発が求めら

れていると考えられます。

このため、ごみ処理施設の見学会、民間事業者と共同で開催する「エコクッキング教室」や小学

生による「クリーンシティ推進ポスター・標語募集事業」を継続的に実施していくとともに、リサ

イクル広場の学習拠点を充実させ、さらなるごみの減量に関する意識を醸成していきます。

■施策の目的達成度を示す指標

指標名
当初値
（H17）

中間
目標値
（H25）

現状値
（H24）

長期
目標値
（H35）

指標の見方

市民一人一日あたりの

ごみ総量（g/人･日）
1,073 991 921 845

市全体から排出されるごみ総量

を、市民一人一日あたりに換算し

た指標です。

再使用している市民の

割合（％）
－ － 38.3 42.0

市民が再使用に取り組んでいる

かを見る指標です。

ごみの発生抑制（リデュ

ース）に取り組んでいる

市民の割合（％）

－ － 91.9 92.0
市民がごみの発生抑制に取り組

んでいるかを見る指標です。

環境事業センターにお

けるリユース件数（件）
641 900 129 400

市民がリユースに取り組んでい

るかを見る指標です。

■市民一人一日あたりのごみ総量

1,073 1,066 1,045 1,025 984 974 940 921 901 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
（当初値）

（g/人･日）

1,056

■エコクッキング教室
出典：市環境課
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■みんなの取り組み

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者

ごみを出さ

ない意識づ

くり

●燃えるごみの排出量に応じた

費用負担を検討します。（新規）

環境 ○買い物の際には買

い物袋や風呂敷な

どを持参するよう

努めます。

○過剰包装は断るよ

う努めます。

○使い捨てのコップ

や割り箸などを、で

きるだけ使用しな

いようにします。

○ものを大切にする

習慣をつけます。

○調理の際には無駄

のない料理方法（エ

コクッキング）に努

めます。

○食べ残しをしない

習慣を身につけま

す。（学校給食も含

めます）

○買い物袋持参運動

の推進などにより、

レジ袋の削減に努

めます。

○過剰包装抑制への

理解を求めます。

○食料品店では無駄

のない料理方法（エ

コクッキング）のレ

シピを紹介します。

●再使用を推進するためリサイ

クル広場の再利用品広場を拡

充します。（新規）

環境

●子ども用品の譲渡及び譲受け

の場を拡大します。（新規）

環境

●ごみ減量と資源化を啓発する

プロジェクトを進めます。

（新規）

環境

●ごみの減量を取り入れたエコ

ライフを進めます。（新規）

環境

●レジ袋削減運動を更に展開し

ます。（新規）

環境

〇家庭版環境ISOの普及に努め、

市民の自主的な環境保全活動

を促進します。

環境

〇無駄のない料理方法（エコクッ

キング）を普及します。

産業

環境

給食

生涯

わかりやす

い情報提供

●ごみに関する情報をわかりや

すく市民に提供します。（新規）

環境 ○ごみ処理施設の見

学会に参加します。

○ごみの現状に関心

を持ちます。

●ごみに関する学習

機会に積極的に参

加します。（新規）

●保育園での生ごみ

の堆肥化の取り組

み に 協 力 し ま す 。

（新規）

○ごみの現状に関心

を持ちます。

●再使用（リユース）に関する情

報を発信します。（新規）

環境

●ごみ処理施設や再生工場等の

見学会を実施します。（新規）

環境

●小･中学生に対してごみに関す

る学習の機会を提供します。

（新規）

環境

教行

●ごみに関する学習拠点を発展

させます。（新規）

環境

●保育園での生ごみを使った堆

肥化の取り組みを進めます。

（新規）

こども

事業系ごみ

減量対策

●事業系ごみの実態を把握する

ため事業者アンケートを実施

します。（新規）

環境 ○一定の時期にしか

使用しないものは、

レンタルやリース

を活用するよう努

めます。

●自転車（リユース

品）を利用します。

（新規）

○事業系ごみの排出

ルールを守ります。

○ごみ削減に対する

取組みを従業員に

定着させます。

○事業活動において

レンタルやリース

の活用に努めます。

○減量化やリサイク

ル率について、目標

値を設定して取り

組みます。

●イベント時のごみ

の減量に努めます。

（新規）

●事業系ごみの実態を把握する

ため調査を実施します。（新規）

環境

●商工会等と連携して事業系ご

みの処理に関する啓発を実施

します。（新規）

環境

●事業系ごみについて広報やホ

ームページにて情報発信しま

す。（新規）

環境

●市民祭等のイベントから出る

ごみの減量と資源化を進めま

す。（新規）

各課

●放置自転車の再使用を進めま

す。（新規）

市活
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施策2-2 ごみを生かす

生ごみ処理機等の購入補助制度の実施や、市民団体による積極的な活動によって、生ごみの堆肥

化が促進されています。

また、市民団体による資源ごみの回収や環境事業センター内に常設している「リサイクル広場」

での啓発、さらには小型家電の引き取りなどによって、「燃えるごみの組成調査における資源物の

混入割合」は減少傾向にあり、この状態を維持又は改善していくための継続した取り組みが求めら

れていると考えられます。

このため、「資源ごみ回収団体活動奨励事業」の運用や市民にとって便利なリサイクルステーシ

ョンを設置することによって、ごみの資源化を推進していきます。

また、公共施設から排出される剪定ごみの資源化を引き続き促進していくとともに、地域の各種

団体や事業者と連携してごみの資源化を推進していきます。

■施策の目的達成度を示す指標

指標名
当初値
（H17）

中間
目標値
（H25）

現状値
（H24）

長期
目標値
（H35）

指標の見方

燃えるごみの組成調査に

おける資源物の混入割合

（％）

－ － 30.5 25.0
資源物を適正に排出しているか

を見る指標です。

資源化率（％） － － 30.0 32.0
資源化（リサイクル）が推進され

ているかを見る指標です。

■リサイクル広場での啓発
出典：市環境課

■資源ごみ回収団体の活動
出典：市環境課
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■みんなの取り組み

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者

新たな

資源化

●剪定枝、木製品の再生利用を進

めます。（新規）

環境 ○生ごみ処理機の活

用や生ごみの堆肥

化に努めます。

●小型家電の分別排

出 に 協 力 し ま す 。

（新規）

○食品を扱う事業所

では、生ごみ処理機

の導入や生ごみの

堆肥化･飼料化に努

めます。

●生ごみの堆肥化や

エネルギー化の研

究を進めます。（新

規）

●小型家電の分別回収を進めま

す。（新規）

環境

●生ごみ堆肥化のシステムを作

ります。（新規）

環境

●生ごみのエネルギー化を検討

します。（新規）

環境

仕組みづく

りによる資

源化の推進

●食品トレイ･ペットボトルキャ

ップ･インクカートリッジ等の

民間が行っている分別を市の

分別ルールに組み入れます。

（新規）

環境 ○資源は決められた

方法で分別し、決め

られた場所日時に

排出します。

○リサイクルしやす

い製品を選択しま

す。

○リサイクルマーケ

ットやリサイクル

ショップなどを利

用します。

○生ごみ処理機の活

用や生ごみの堆肥

化に努めます。

○再生品の利用の拡

大や資源回収ルー

トの確保に努めま

す。

○リサイクル原料を

使用した商品や、製

品の販売に努めま

す。

○不用品の活用を進

めます。

○食品を扱う事業所

では、生ごみ処理機

の導入や生ごみの

堆肥化･飼料化に努

めます。

●公共施設に設置されている資

源物拠点回収所の設置条件を

統一します。（新規）

環境

●市民にとって便利なリサイク

ルステーションを設置します。

（新規）

環境

●分別が不十分なごみは取り残

し措置を行い、必要に応じて開

封調査･指導を行います。

（新規）

環境

●家庭における生ごみの減量や

堆肥化を進めます。（新規）

環境

●ふれあい農園における堆肥化

を進めます。（新規）

産業

●燃えるごみの分別啓発を目的

とした戸別収集制度を検討し

ます。（新規）

環境

地域力を

生かした

資源化の

推進

●ごみの減量と資源化を自治会

等の各種団体と共に積極的に

進めます。（新規）

環境 ○自治会などが行う

集団回収に積極的

に協力します。

●資源ごみ回収団体

活動に協力します。

（新規）

●自治会などが行う

集団回収に積極的

に協力します。

（新規）

●資源ごみ回収団体

活動に協力します。

（新規）

●自治会等との連携による生ご

み堆肥化のモデル事業を実施

します。（新規）

環境

●資源ごみ回収団体活動奨励金

制度の実効性を高めます。

（新規）

環境

事業者に

よる資源化

の推進

●事業者が排出する剪定木の資

源化を進めます。（新規）

環境 ●使い終えた容器を

回収してもらえる

お店を選択して利

用します。（新規）

●剪定枝の資源化に

努めます。（新規）

●使い終えた容器を

店に戻してもらう

仕組みを進めます。

（新規）

●買った店に使い終えた容器を

戻す仕組みを広げます。（新規）

環境

●学校給食における食品残渣等

の資源化と教育への活用につ

いて検討します。（新規）

教行
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施策2-3 ごみを適正に処理する

環境保全指導員によるパトロールや各種看板の設置、分別に関するパンフレットの配布などによ

って、「不法投棄箇所数」や、「違法な焼却に関する苦情件数」は減少傾向にあります。しかし、そ

れらの解消にまでは至っておらず、未然防止のための啓発や、パトロールの強化が求められている

と考えられます。

このため、引き続き、市民ボランティアの協力を得ながら地域の環境監視を実施するとともに、

ごみ処理施設の見学会を開催したり、広報やホームページ等による情報提供を実施したりすること

で、ごみの適正処理に対する意識を醸成していきます。

また、「尾張旭市良好で快適な生活環境を確保する条例」に基づき、空き缶・吸い殻等の投げ捨

ての禁止や屋外焼却行為の制限を徹底するなど、より厳しい姿勢で対応を進めていきます。

■施策の目的達成度を示す指標

指標名
当初値
（H17）

中間
目標値
（H25）

現状値
（H24）

長期
目標値
（H35）

指標の見方

ごみ残置シール貼付数

（枚）
－ － 4,662 4,200

市民･事業者が正しくごみを排出

し、きちんと収集されているかを

見る指標です。

ごみ収集に関する不具合･

事故件数（件）
－ － 15 9

きちんとごみが収集されている

かを見る指標です。

■不法投棄の例
出典：市環境課

■尾張旭市 ごみ減量分別ガイド
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■みんなの取り組み

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者

安全に処理

するための

分別

●スプレー缶、カセットボンベ、

ライターを危険ごみとして分

別回収します。（新規）

環境 ●危険ごみは分別し

て排出するなど、適

正処理に努めます。

（新規）

●販売した消火器、バ

ッテリー、プロパン

ボンベ等の適正処

理に努めます。（新

規）

●消火器、バッテリー、プロパン

ボンベ等を販売店で適正処理

するよう呼び掛けます。（新規）

環境

効率的な

収集と処理

●地域と連携し、ごみ集積所の配

置や管理のあり方を検討しま

す。（新規）

環境 ○ごみ出し指導に協

力します。

●ごみ集積所の配置

や管理のあり方の

検討に協力します。

（新規）

●ごみ集積所の配置

や管理のあり方の

検討に協力します。

（新規）●プラスチックごみの処理のあ

り方について検討します。（新

規）

環境

●コスト分析の標準的手法であ

る「一般廃棄物会計基準」を導

入します。（新規）

環境

●効率的なごみの収集運搬体制

を整えます。（新規）

環境

仕組み

づくり

●ごみ119番のような相談窓口

を設置します。（新規）

環境 ●ごみの分別や出し

方などに困った際

は、相談窓口を利用

します。（新規）

●あさひ訪問収集に

協力します。（新規）

●ごみの分別や出し

方などに困った際

は、相談窓口を利用

します。（新規）

●あさひ訪問収集を地域と連携

した制度へ拡充します。（新規）

環境

適正処理 ●公共事業や市役所等の公共施

設から出るごみを適正に処理

します。（新規）

環境 ○小型焼却炉や一斗

缶等によるごみの

焼却は行いません。

○ごみのポイ捨ては

しません。

○廃棄物の不法投棄

や違法な焼却処理

を見つけたら市や

関係行政機関に連

絡します。

○廃棄物関連法規を

遵守します。

〇関係行政機関との連携や市民

ボランティアによる環境パト

ロールの協力を得ながら、廃棄

物の不法投棄や違法な焼却処

理に対する監視･指導の強化に

努めます。

環境

●「尾張旭市良好で快適な生活環

境を確保する条例」に基づき、

空き缶･吸い殻等の投げ捨ての

禁止や、屋外焼却行為の制限を

徹底するなど、より厳しい姿勢

で対応を進めます。（新規）

環境
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分野別目標③ 地域で地球を考えるまちづくり 

施策3-1 二酸化炭素（CO2）排出量を減らす  見直し 

 市営バス「あさぴー号」をはじめとした公共交通の利用促進や、各家庭や事業所への「緑のカー

テン」の普及、公用車への低公害車の導入によって、二酸化炭素の排出量の削減に取り組んでいま

すが、「地球環境に優しい生活を送っている市民割合」は減少傾向にあります。 

 企業や店舗、行政による積極的な啓発活動によって、「節水」や「節電」、「マイバックの持参」

や「詰め替え商品の購入」などが一般化しつつある中、さらなる市民意識の高揚を図っていくため

には、情報提供方法や啓発方法の見直しが求められているものと考えられます。 

 このため、各家庭や事業所へのゴーヤの苗の配布事業を継続するとともに、地球環境保全のため

日常生活の中でできることをＰＲすること等によって、省エネルギー化や環境負荷の削減を進めて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の目的達成度を示す指標 

指標名 
当初値 
（H17） 

中間 
目標値 
（H25） 

現状値 
（H24） 

長期 
目標値 
（H35） 

指標の見方 

地球環境にやさしい取り 

組みの平均実践項目数 

（項目） 

－ － 7.2 9.0 
市民が地球環境にやさしい生活

を送っているかを見る指標です。 

省エネルギー、再生可能 

エネルギー設備を導入し 

ている市民の割合（％） 

－ － 19.0 30.0 

市民が省エネルギー、再生可能エ

ネルギー設備を活用しているか

を見る指標です。 

市の施設における温室 

効果ガス排出量（t-CO2） 
－ － 2,386.7 2,300 

行政として、環境に対する具体的

な取り組み姿勢を示し、積極的に

環境保全に努めているかを見る

指標です。 

 

 

■市営バス「あさぴー号」 
出典：市都市計画課 

■ゴーヤの苗の配布チラシ 
出典：市環境課 
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■みんなの取り組み 

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

省エネルギ

ー化の推進 

○省エネルギー型製品の普及を

促進します。 

環境 ○電化製品の購入･買

い替えの際には、省

エネルギー型製品

の購入に努めます。 

○家庭での電気･ガ

ス･灯油などの節約

に努めます。 

○古紙の分別回収に

努め、再生紙を使用

した製品を購入し

ます。 

○使い捨てのコップ

や割り箸などを、で

きるだけ使用しな

いようにします。 

○エコマーク製品の

購入などグリーン

購入に努めます。 

●家庭用燃料電池等

の省エネルギー機

器を導入します。

（新規） 

●家庭版環境 ISOや

CO2･CO2ダイエ

ットプランに取り

組み、エネルギー消

費量の「見える化」

に努めます。（新規） 

○事業活動において、

省エネルギーに努

め、これを推進する

人材を育成します。 

○電化製品の購入･買

い替えの際には、省

エネルギー型製品

の購入に努めます。 

○省エネルギー型製

品の販売促進に努

めます。 

○省エネルギー型の

製品づくりや物流

の効率化など省エ

ネルギーに努めま

す。 

○熱帯木材の使用を

抑制します。 

○間伐材の活用に努

めます。 

○エコマーク製品の

購入などグリーン

購入に努めます。 

●省エネルギー診断

を受診し、エネルギ

ー使用の無駄をな

くします。（新規） 

●「カーボンフットプ

リント」等に取り組

みます。（新規） 

○温暖化対策や省エネルギー対

策に関する情報提供･啓発に努

めます。 

環境 

〇エコマーク製品の購入などグ

リーン購入を促進します。 

環境 

●市内全ての公共施設で緑のカ

ーテン事業を実施します。 

（新規） 

環境 

●HEMSにより、太陽光発電の

発電量や機器ごとの電力使用

量等を「見える化」し、蓄電池

や電気自動車への充放電など、

電力の効率的な利用を可能と

するスマートハウスの普及に

努めます。（新規） 

環境 

●企業における省エネルギーを

推進する人材の育成を支援し

ます。（新規） 

環境 

●省エネルギー診断を進め、エネ

ルギー使用量の「見える化」を

普及･推進します。（新規） 

環境 

●流通事業者、日用品メーカー等

と連携しながら、「カーボン･

フットプリント」「フードマイ

レージ」などの普及促進を図り

ます。（新規） 

環境 

自動車によ

る環境負荷

低減 

○公共交通網の充実に努めます。 都計 ○公共交通機関が利

用できる場合は、自

家用車よりも公共

交通機関を利用す

るよう努めます。 

○車を使用する際は、

エコドライブを心

がけます。 

○車を利用するとき

は相乗りに努め、近

所への移動は徒歩

や自転車を利用す

るよう努めます。 

○ノーカーデー運動

を事業者、市と協力

して進めます。 

○車の購入や買い替

えの際には、次世代

自動車等先進エコ

カーの購入に努め

ます。 

○車を使用する際は、

エコドライブを心

がけます。 

○車を利用するとき

は、相乗りに努めま

す。 

○配送の合理化を図

るなど、効率的な物

流システムの整備

に取り組みます。 

○ノーカーデー運動

を市民、市と協力し

て進めます。 

○車の購入や買い替

えの際には、次世代

自動車等先進エコ

カーの購入に努め

ます。 

○駅･駅周辺施設を充実させ、公

共交通の利用を促進します。 

市活 

都計 

○幹線道路交通の円滑化に努め

ます。 

都計 

○ノーカーデー運動を市民、事業

者と協力して進めます。 

人事 

環境 

○公用車の購入や買い替えの際

には、次世代自動車等先進エコ

カーの導入に努めます。 

契約 

各課 

●次世代自動車等エコカーの導

入と、関連設備の整備を促進し

ます。（新規） 

契約 

各課 
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区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

その他 ○CO2の吸収源として、緑地の

適切な保全に努めます。 

産業 

都整 

○水田など農地や山

林の保全に協力し

ます。 

○暮らしの中で省資

源･省エネルギー

（地球にやさしい

エコライフ）に努め

ます。 

○家庭版環境ISOに取

り組みます。 

●緑のカーテンに取

り組みます。（新規） 

○地球環境問題に関

心を持ち、家庭での

温暖化対策、省エネ

ルギーなどに努め

ます。 

○農林業においては、

農地や山林の多面

的機能を認識し、保

全に努めます。 

○ ISO14001認証取

得など、環境マネジ

メントシステムの

構築に努めます。 

○地球環境問題に関

心を持ち、事業活動

における温暖化対

策、省エネルギーな

どに努めます。 

○製造段階から販売、

廃棄までを考慮し

て、環境への負荷が

少ない製品を開発

します。 

●緑のカーテンに取

り組みます。（新規） 

○消費者とのコミュ

ニケーションを大

切にし、消費者が環

境配慮型製品を購

入しやすくなるよ

うに、製品の区別化

や価格への配慮に

努めます。 

○家庭版環境ISOの普及に努め、

市民の自主的な環境保全活動

を促進します。 

環境 

○環境マネジメントシステムに

基づき、全庁的な環境配慮を推

進します。 

環境 

●各家庭や事業所へのゴーヤの

苗の配布事業を継続します。

（新規） 

環境 

●自然的社会的条件に応じて、温

室効果ガスの排出削減のため

の総合的かつ計画的な施策の

策定、実施に取り組みます。 

（新規） 

環境 
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施策3-2 再生可能エネルギーを利用する  見直し 

 平成23年3月の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の発生によって、国のエネルギー

政策が見直され、原子力発電への依存度の低下や、再生可能エネルギーへの転換が図られています。 

 また、平成24年7月には、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が開始され、太陽光発電

を中心とした再生可能エネルギー発電設備の導入が進んでおり、本市においても、住宅用太陽光発

電システム設置費補助制度の充実化によって、年々整備の設置件数は増加しています。 

 こうした中、急速な発電設備の導入によって、需給バランスや電気料金の高騰等といった問題も

生じていますが、地域に必要なエネルギーを、地域のエネルギー資源によってまかなう「エネルギ

ーの地産地消」に関する取り組みも、全国各地で展開されています。 

 このため、本市における再生可能エネルギーの賦存量･可採量の調査を進めるとともに、公共施

設への太陽光発電設備の設置や、家庭や事業所への導入を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の目的達成度を示す指標 

指標名 
当初値 
（H17） 

中間 
目標値 
（H25） 

現状値 
（H24） 

長期 
目標値 
（H35） 

指標の見方 

地球環境にやさしい取り 

組みの平均実践項目数 

（項目） 

－ － 7.2 9.0 
市民が地球環境にやさしい生活

を送っているかを見る指標です。 

省エネルギー、再生可能 

エネルギー設備を導入し 

ている市民の割合（％） 

－ － 19.0 30.0 

市民が省エネルギー、再生可能エ

ネルギー設備を活用しているか

を見る指標です。 

再生可能エネルギーを 

活用している公共施設数 

（件） 

－ － 6 15 

行政として、環境に対する具体的

な取り組み姿勢を示し、積極的に

環境保全に努めているかを見る

指標です。 

 

 

■尾張旭市住宅用太陽光発電システム 
設置補助金交付件数 

57 54 

94 
122 

57 

111 

205 

327 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

H22 H23 H24 H25

（件）

■日本のエネルギー自給率 
出典：経済産業省資源エネルギー庁 HP 

   年間交付件数 

   累積件数 
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■みんなの取り組み 

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

調査･研究 

の実施 

●再生可能エネルギーの賦存量･

利用可能量の調査を行います。

（新規） 

環境 ●市が行う再生可能

エネルギーの調査･

研究に協力します。

（新規） 

●市が行う再生可能

エネルギーの調査･

研究に協力します。

（新規） 

●事業所で使用する

エネルギーを、自ら

創出する設備の導

入を検討します。

（新規） 

●エネルギーを地域で創り、地域

で消費するエネルギーの地産

地消の研究を進めます。（新規） 

環境 

再生可能 

エネルギー

の普及、 

導入促進 

○公共施設への太陽光発電等の

再生可能エネルギー設備の導

入を進めます。 

環境 ○太陽光発電など、自

然エネルギーを暮

らしに活用します。 

○再生可能エネルギ

ーを積極的に活用

します。 

○再生可能エネルギー導入を促

進するため、市民、事業者への

情報提供･啓発に努めます。 

環境 

●環境省の「再生可能エネルギー

等導入推進事業」を活用して、

公共施設への太陽光発電設備

の設置を進めます。（新規） 

環境 

●公共施設の屋根を貸し出し、太

陽光発電設備を設置する事業

の導入を進めます。（新規） 

環境 
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施策3-3 地球規模の環境問題に取り組む 

 貴重な資源である水道水の有効利用や節水についての意識向上を図るため、水道週間の際には水

道施設の見学会を実施するなどの啓発活動を行っています。 

 また、各家庭で環境負荷の少ない行動をとっていただくため、「家庭版環境ＩＳＯ事業」や「Ｃ

Ｏ２・ＣＯ２（コツコツ）ダイエットプラン事業」への参加者を募集していますが、「地球環境に

優しい生活を送っている市民割合」は減少傾向にあるため、今一度、意識啓発方法の見直しが求め

られていると考えられます。 

 なお、本市の市民一人一日当たりの平均給水量は、全国平均や県平均と比較して低い水準にある

ことを踏まえると、今後大幅な低減は見込めないものの、水の有効利用に関する啓発活動は継続し

て実施していきます。 

 また、運用開始後年数が経過している「家庭版環境ＩＳＯ事業」や「ＣＯ２・ＣＯ２（コツコツ）

ダイエットプラン事業」については、近年参加者数が伸び悩んでいるため、効果的なＰＲ方法や取

り組みやすい内容への変更等についても検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の目的達成度を示す指標 

指標名 
当初値 
（H17） 

中間 
目標値 
（H25） 

現状値 
（H24） 

長期 
目標値 
（H35） 

指標の見方 

地球環境にやさしい取り 

組みの平均実践項目数

（項目） 

－ － 7.2 9.0 
市民が地球環境にやさしい生活

を送っているかを見る指標です。 

環境保全を意識し、行動 

している市職員の割合 

（％） 

－ － 89.9 93.0 

行政として、環境に対する具体的

な取り組み姿勢を示し、積極的に

環境保全に努めているかを見る

指標です。 

 

 

■尾張旭市の水道水が家庭にとどくまで 
出典：わたしたちの水道（尾張旭市の水道施設） 

■CO2･CO2 ダイエットプランチャレンジシート 
出典：CO2･CO2 ダイエットプランのすすめ方 



64 

 

■みんなの取り組み 

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

水循環 ○雨水利用や節水など、水の有効

利用を普及啓発します。 

下水 

上水 

○炊事・洗濯・風呂な

どでの水の利用で

は、節水を心がけま

す。 

○雨水浸透ますや駐

車場の透水性舗装

の導入に努めます。 

○水資源を有効に活

用します。 

○雨水浸透ますや透

水性舗装の導入に

努めます。 

○雨水を地下浸透させる透水性

舗装の整備を促進します。 

都計 

都整 

土木 

○下水道接続により不要となっ

た浄化槽を雨水貯留槽に転用

する費用の補助制度を推進し

ます。 

下水 

オゾン層 

保護 

○オゾン層の保護など、地球規模

の環境問題に対する意識啓発

を推進します。 

環境 ○製品の使用後は、家

電リサイクル法、自

動車リサイクル法

に従い、適正な処理

ルートで処理を行

います。 

○フロン回収に協力

し、フロン使用製品

の使用を自粛しま

す。 

○製品の使用後は、フ

ロン回収破壊法に

従い、適正な処理ル

ートで処理を行い

ます。 

○ノンフロン製品を

製造し、販売・普及

します。 

その他 ○地球環境の保全や国際協力に

関する情報提供･啓発に努めま

す。 

環境 ○家庭版環境ISOに取

り組みます。 

●地球環境問題に関

する情報を収集し、

正しい知識を身に

つけます。（新規） 

○ ISO14001認証取

得など、環境マネジ

メントシステムの

構築に努めます。 ○家庭版環境ISOの普及に努め、

市民の自主的な環境保全活動

を促進します。 

環境 

●光化学スモッグやPM2.5に対

する注意喚起や啓発を図りま

す。（新規） 

環境 
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分野別目標④ 自然とふれあうまちづくり 

施策4-1 緑と水を守りつなげる   見直し 

 「尾張旭市都市計画マスタープラン」や「尾張旭市緑の基本計画」に基づき、街区公園や矢田川

散歩道の整備などを進めた結果、「公共緑地面積」は増加しています。 

 しかし、「民有緑地面積」については、土地区画整理事業の進捗や生産緑地の制限解除などによ

って減少傾向にあり、宅地化の進行などによって、新たな緑地の確保は厳しい状況にあります。 

 さらに、都市化や農家の分承が進まないなどの理由により農地転用が進み、「農業振興地域にお

ける農地面積」も減少傾向にあります。 

 このため、土地区画整理事業区域内の公園整備や矢田川散歩道の整備を進めることによって緑地

を確保していくとともに、多面的な役割を踏まえながらため池の整備を進めていきます。 

 さらに、耕作放棄地解消のための経費や景観形成作物の栽培経費を補助するとともに、「農業ま

つり」や「田んぼアート」、「田んぼイルミネーション事業」を通じて、農業への理解促進につなげ、

農地の保全を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の目的達成度を示す指標 

指標名 
当初値 
（H17） 

中間 
目標値 
（H25） 

現状値 
（H24） 

長期 
目標値 
（H35） 

指標の見方 

公共緑地面積（ha） 494 495 502 503 
市内の緑地面積の増減を見る指

標です。 

民有緑地面積（ha） 18 18 17.4 16 
市内の緑地面積の増減を見る指

標です。 

農業振興地域における 

農地面積（ha） 
123 120 123 116 

市内の農地が計画的に保全され

ているかを見る指標です。 

 

 

■田んぼアート 
出典：尾張旭市 HP 

■公共緑地面積の推移 
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500 
502 502 502 503 502 502 503 

470 
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（ha）
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■みんなの取り組み 

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

緑地の保全 ○計画的な土地利用を推進し、緑

地等の確保に努めます。 

企画 

都計 

都整 

○市民参加による自

然環境調査や観察

会、保護活動に積極

的に参加、協力しま

す。 

○地域で緑の保全を

行います。 

○事業の実施時には、

緑の保全に十分配

慮します。 

○市による緑の保全

活動に積極的に協

力します。 

○市民団体の活動や

地域の保護活動に

積極的に参加しま

す。 

○自然環境の改変を伴う公共事

業を行う場合には、影響の低減

に努めます。 

各課 

○環境浄化や防災機能など、多様

な機能について周知し、緑地保

全への理解を求めます。 

産業 

都整 

○緑地や保存樹等の保全に努め

ます。 

産業 

都整 

○市民参加による自然保護活動

を促進します。 

環境 

都整 

農地の保全 ○景観形成作物の栽培、市民農園

としての利用など、遊休農地の

活用に努めます。 

産業 ○低農薬･無農薬･有

機栽培農作物を購

入するよう努めま

す。 

○旬の農産物を購入

するように努めま

す。 

○地元の農産物を優

先的に購入します。 

○農業体験を通して

農業への理解を深

めます。 

●田んぼアートや田

んぼイルミネーシ

ョン事業に参加し、

農地保全への関心

を高めます。（新規） 

○環境保全型農業の

推進に努め、安心で

きる地元の農産物

を消費者に提供し

ます。 

○商店では低農薬･無

農薬･有機栽培農作

物の販売に努めま

す。 

○飲食店では、低農

薬･無農薬･有機栽

培農作物を使うよ

う努めます。 

○水田など農地の多

面的機能を認識し、

健全な農業活動に

よってその機能を

維持するよう努め

ます。 

○農村と都市間の交

流体験の場を提供

し、地域の農業を

PRします。 

○農地の多面的機能に関する情

報提供に努めます。 

産業 

○担い手農家への集積や営農組

織による活用など、効率的な営

農を支援します。 

産業 

○環境保全型農業で生産された

農産物の特産品化を進めます。 

産業 

●耕作放棄地解消のための経費

や、景観形成作物の栽培経費を

補助します。（新規） 

産業 

●市民に農業を身近に感じても

らうため「田んぼアート」や「田

んぼイルミネーション事業」を

実施します。（新規） 

産業 

●農業体験や交流の場の機会を

設け、農業への理解と関心の向

上を働きかけます。（新規） 

産業 

水辺の保全 ○生態系に配慮しつつ、親水公園

化や遊歩道の設置に努めます。 

都整 ○河川やため池の整

備活動に参加・協力

します。 

○河川やため池にご

みを捨てないよう

にします。 

○水辺の環境美化活

動に積極的に参加

します。 

○地域で水辺保全と

管理の問題につい

て話し合います。 

○市民団体の活動や

地域の保護活動に

積極的に参加しま

す。 
○市民や事業者などの協力を得

て、水辺とのふれあいの場の確

保･整備に努めます。 

産業 

都整 

●ため池が安全で豊かな自然と

ふれあえる憩いの場となるよ

う、多面的な機能を考慮しなが

ら、必要最小限の整備を進めま

す。（新規） 

産業 
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施策4-2 緑と水を育みふれあう   見直し 

 都市化に伴って森林や農地が減少するなか、ため池を利用した環境整備や山辺の散歩道、矢田川

散歩道の整備を進めています。また、市民団体によって、これらの保全や有効活用に関する取組み

が進められた結果、「緑・水に親しめる場所があると思う市民割合」は増加傾向にあります。 

 こうしたことから、この状態を維持又はさらに改善していくための、継続した意識啓発が求めら

れていると考えられます。 

 このため、市民との協働によって、土地区画整理事業区域内の公園整備を進め、緑に親しむこと

のできる空間確保を推進していきます。また、自然と触れ合う機会を提供するため、各種イベント

を継続的に実施するとともに、市民団体が実施する事業についても積極的に支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の目的達成度を示す指標 

指標名 
当初値 
（H17） 

中間 
目標値 
（H25） 

現状値 
（H24） 

長期 
目標値 
（H35） 

指標の見方 

緑･水に親しめる場所が 

あると思う市民割合 

（％） 

81.4 （増加） 87.3 90.0 
市民が身近に自然環境があると

感じているかを見る指標です。 

新たに生み出された緑の 

箇所数（箇所） 
－ － 10 10 

緑化の推進によって、身の回りの

緑が増えているかどうかを見る

指標です。 

自ら緑を育成している 

市民の割合（％） 
－ － 52.0 60.0 

緑化の推進によって、身の回りの

緑が増えているかどうかを見る

指標です。 

水辺空間を利用している 

市民の割合（％） 
－ － 54.7 60.0 

自然･動植物･水辺に親しむこと

ができるかを見る指標です。 

水辺空間の満足度（％） － － 84.3 88.0 
自然･動植物･水辺に親しむこと

ができるかを見る指標です。 

 

■山辺の散歩道 
出典：尾張旭市 HP 

■緑･水に親しめる場所があると思う市民割合 

81.2 84.4 84.4 85.3 85.3 85.7 85.7 87.3 88.8 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

（当初値）

（％）
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■みんなの取り組み 

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

まちの緑化 ○家庭や事業所の緑化を促進し

ます。 

産業 

都整 

○ガーデニングや生

垣設置など、家の周

囲に緑を増やしま

す。 

○事業所の敷地の緑

化に努めます。 

○公共施設や街路の緑化を推進

し、その際には在来種の植樹に

配慮します。 

都整 

●民有地緑化を進めるため、生垣

の新設、ブロック塀などから生

垣への転用や住宅取得者の記

念樹の植樹に対して助成を行

います。（新規） 

都整 

ふれあいの 

機会の充実 

○市民や事業者等の協力を得て、

休耕田や里山、学校、公園など

を利用した自然とのふれあい

の機会確保に努めます。 

産業 

都整 

教行 

○公園や社寺などの

緑に親しみ、大切に

します。 

○公共の緑地の維持

管理に積極的に協

力します。 

●自然と積極的にふ

れあい、自然の大切

さを学びます。（新

規） 

●学校の緑やビオト

ープの管理に協力

します。（新規） 

○公共の緑地の維持

管理に積極的に協

力します。 

●工場や事業所の緑

地を、市民が身近に

緑とふれあえる空

間として開放しま

す。（新規） 

○緑が身近に感じられる公園や

広場等の整備を進め、緑に親し

むことができる空間確保を推

進します。 

都整 

○自然とのふれあいや自然の大

切さを学習する機会を提供し

ます。 

産業 

都整 

●校庭の緑化スペースや学校ビ

オトープ空間等を保全活用し

ます。（新規） 

教行 

●工場や事業所などが所有して

いる緑地等を、自然観察の場や

里山空間などとして活用し、地

域の身近な空間として開放す

るように働きかけます。（新規） 

産業 

環境 

●“あいち森と緑づくり事業制

度”等を活用し、民有地の緑化

を進めるとともに、小中学校の

机や椅子に愛知県産木材製品

の使用を図ります。（新規） 

産業 

都整 
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施策4-3 動植物に配慮する 

 街区公園や矢田川散歩道の整備などによって、生物の生育・生息空間となる「緑地面積」や「緑

被率」は、現状を維持しています。 

 また、吉賀池の貴重な湿地植物の保護を行うとともに、アライグマなどの外来生物の駆除を進め、

本来の生態系等に対する被害防止にも努めています。 

 なお、こうした生態系の保全に関する取り組みを効果的に推し進めていくためには、市内の実態

を適切に把握しておく必要がありますが、平成12年度以降、実態調査は実施されていません。 

 このため、今後も残された緑地や水辺の保全を推進し、外来生物の駆除を進めることによって生

態系の保全に取り組むとともに、その前提となる実態調査の実施についても、取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の目的達成度を示す指標 

指標名 
当初値 
（H17） 

中間 
目標値 
（H25） 

現状値 
（H24） 

長期 
目標値 
（H35） 

指標の見方 

緑地面積（ha） 512 513 520 519 
市内の緑地面積の増減を見る指

標です。 

BODの主要河川での改 

善数値（mg/l） 
－ － 6.4 8.0以下 

河川の水の汚れを見る代表的な

指標です。 

環境保全活動等に参加 

している市民団体数 

（団体） 

16 30 26 30 
環境保全活動を行う団体として

登録されている市民団体数です。 

環境保全分野のボラン 

ティアをしている市民 

の割合（％） 

－ － 4.4 7.0 

市民が環境保全分野のボランテ

ィア活動に参加しているかを見

る指標です。 

 

 

■吉賀池のシラタマホシクサ 
出典：尾張旭市 HP 

■アライグマ 
出典：市環境課 
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■みんなの取り組み 

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

生物多様性 

の保全 

○動植物の生息･生育環境の保全

や希少種の適切な保護に努め

ます。 

産業 

環境 

都整 

●生物多様性やその

恩恵について学び

ます。（新規） 

○市内に生息･生育す

る動植物に関心を

持ち、動植物を大切

にします。 

○野生動植物の生息･

生育場所の保全に

協力します。 

○動植物の保護活動

に協力します。 

○自然環境の整備や

改変の際には、動植

物への影響を最小

限に抑える手法を

検討します。 

○市内の自然環境の分布や動植

物の生息･生育状況に関する実

態調査を行い、その保全方法に

ついて調査研究を行います。 

産業 

環境 

○水辺の整備に際しては、その生

物環境に十分配慮します。 

産業 

都整 

●残された緑地や水辺の保全を

推進します。（新規） 

産業 

都整 

●貴重な湿地植物が生育する吉

賀池湿地の保全に取り組みま

す。（新規） 

産業 

●吉賀池湿地の一般公開を開催

し、自然環境保全意識の高揚に

つなげていきます。（新規） 

産業 

生態系 

ネットワーク 

の形成 

○市域に残された水辺や社寺林、

公園等を拠点とした緑のネッ

トワーク化を推進します。 

産業 

都整 

●庭を活用した生態

系ネットワークの

創出を行います。

（新規） 

●事業所敷地を活用

した生態系ネット

ワークの創出を行

います。（新規） ●北部丘陵地と矢田川、天神川の

緑のネットワークを形成する

ための道路緑化を進めます。

（新規） 

都整 

土木 

●東部丘陵生態系ネットワーク

協議会の取り組みを推進しま

す。（新規） 

環境 

●生態系ネットワーク形成の目

標を共有するため、重要な自然

や生物の生息生育の可能性を

示した「生物多様性ポテンシャ

ルマップ」の活用を進めます。

（新規） 

環境 

外来種対策 ○関係機関と連携し、外来生物対

策に係る情報を発信します。 

環境 ○良好な生態系を保

全するため、外来生

物などを自然に放

さないようにしま

す。 

 

●外来生物の駆除により生態系

の保全に取り組みます。（新規） 

環境 
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分野別目標⑤ 暮らしやすい快適なまちづくり 

施策5-1 安全で健康な暮らしを守る 

 公共下水道の整備や生活排水への配慮などによって、主要河川でのBODの改善数値は向上傾向

にあり、その結果、「快適な生活衛生環境だと思う市民の割合」も、引き続き高い水準を維持して

います。一方で、「生活衛生環境に関する苦情件数」は依然として多い状態にあり、今後も高齢化

の進行や地域コミュニティの変化等によって、この傾向は続くものと予想されるため、継続した啓

発やパトロールの実施等が求められていると考えられます。 

 このため、「生活排水クリーン推進員」や市民ボランティアの協力を得ながら、水質の保全や周

辺環境の改善に取り組んでいきます。さらに、公共交通網の整備や自転車等駐車場の維持管理を実

施することで、自動車に頼らないまちづくりを進めるとともに、生活道路周辺の騒音防止や安全確

保を図るため、幹線道路の整備にも引き続き取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の目的達成度を示す指標 

指標名 
当初値 
（H17） 

中間 
目標値 
（H25） 

現状値 
（H24） 

長期 
目標値 
（H35） 

指標の見方 

快適な生活衛生環境だと 

思う市民の割合（％） 
56.1 （増加） 69.5 72.0 

生活衛生環境が快適であるかを

見る指標です。 

下水道普及率（％） 49.1 60 63.7 83.0 
下水道の普及割合を見る指標で

す。 

生活衛生環境に関する 

苦情の解決率（％） 
－ － 96.6 97.0 

生活環境についての問題解決の

状況を見る指標です。 

BODの主要河川での改 

善数値（mg/l） 
－ － 6.4 8.0以下 

河川の水の汚れを見る代表的な

指標です。 

水質を維持しているため 

池数（箇所） 
－ － 4 7 

ため池の水質が維持されている

かどうかを見る指標です。 

生活衛生環境を保全する 

活動を行っている市民の 

割合（％） 

－ － 59.5 6.0 

地域住民の手で生活衛生環境が

保全されているかを見る指標で

す。 

■快適な生活衛生環境だと思う市民割合 

 

■生活排水対策パンフレット 
出典：愛知県 HP 

56.1 57.1 57.1 

67.2 67.2 68.0 68.0 69.5 73.3 
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20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

（当初値）

（％）
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■みんなの取り組み 

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

水･土の 

汚染対策 

○公共下水道整備を推進します。 下水 ○公共下水道が整備

されている地域で

は、下水道への早期

接続に努めます。 

○公共下水道の無い

地域では、合併処理

浄化槽の設置に努

め、定期点検や清掃

など適正な管理に

努めます。 

○三角コーナーの設

置や油のふき取り

など家庭でできる

生活排水対策に努

めます。 

●地域の環境監視に

参加します。（新規） 

●生活排水浄化に関

心を持ち、生活排水

クリーン推進員と

しての活動に参加

します。（新規） 

○公共下水道が整備

されている地域で

は、下水道への早期

接続に努めます。 

○公共下水道の無い

地域では、合併処理

浄化槽の設置に努

め、定期点検や清掃

など適正な管理に

努めます。 

○工場・事業所の水質

管理を徹底します。 

○工場排水に関する

情報提供を行うな

ど、地域からの要望

に対応します。 

○化学物質の管理・適

正使用を徹底し、周

辺環境に負荷をか

けないようにしま

す。 

○公共下水道への接続や合併処

理浄化槽の普及促進及び適正

管理の啓発に努めます。 

環境 

下水 

○水辺の整備にあたっては、浄化

能力を生かした工法の採用を

検討します。 

産業 

都整 

○生活排水対策に関する情報提

供･啓発に努めます。 

産業 

環境 

下水 

○関係機関との連携のもと、事業

所の公害に関する監視、観測、

指導に努めます。 

環境 

●市民ボランティアの協力を得

ながら、地域の環境監視に、よ

り一層取り組みます。（新規） 

環境 

●河川の水質浄化推進のため、生

活排水クリーン推進員を継続

して委嘱し、さらなる啓発活動

を展開します。（新規） 

環境 

大気汚染、

騒音･振動 

の防止 

○公共交通網の充実に努めます。 都計 ○公共交通機関が利

用できる場合は、自

家用車よりも公共

交通機関を利用す

るよう努めます。 

○車を使用する際は、

エコドライブを心

がけます。 

○車を利用するとき

は相乗りに努め、近

所への移動は徒歩

や自転車を利用す

るよう努めます。 

○ノーカーデー運動

を事業者、市と協力

して進めます。 

○車の購入や買い替

えの際には、次世代

自動車等先進エコ

カーの購入に努め

ます。 

○ペットの鳴き声や

テレビの音などの

生活騒音に気をつ

けます。 

●自転車等駐車場の

適正利用に努めま

す。（新規） 

○車を使用する際は、

エコドライブを心

がけます。 

○車を利用するとき

は、相乗りに努めま

す。 

○配送の合理化を図

るなど、効率的な物

流システムの整備

に取り組みます。 

○排出ガスに関する

情報提供を行うな

ど、地域からの要望

に対応します。 

○ノーカーデー運動

を市民、市と協力し

て進めます。 

○車の購入や買い替

えの際には、次世代

自動車等先進エコ

カーの購入に努め

ます。 

○営業時の騒音･臭気

に気をつけます。 

○工場騒音･振動に関

する情報提供を行

うなど、地域からの

要望に対応します。 

○駅･駅周辺施設を充実させ、公

共交通の利用を促進します。 

市活 

都計 

○幹線道路交通の円滑化に努め

ます。 

都計 

都整 

○ノーカーデー運動を市民、事業

者と協力して進めます。 

人事 

環境 

○公用車の購入や買い替えの際

には、次世代自動車等先進エコ

カーの導入に努めます。 

契約 

各課 

○道路交通騒音や振動に関する

調査、防止対策を実施します。 

環境 

○近隣騒音や営業騒音防止の啓

発に努めます。 

環境 

●自転車等駐車場の維持管理に

努めます。（新規） 

市活 
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区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

有害物質、

その他公害

への対応 

○有害化学物質等の情報の提供

に努めます。 

環境 ○公害問題をはじめ、

新しい環境問題へ

の関心を持ちます。 

○浄化槽の適正管理

に努めます。 

○環境報告書や環境

会計等を作成し、環

境情報を発信しま

す。 

○化学物質の管理･適

正使用を徹底し、周

辺環境に負荷をか

けないようにしま

す。 

○事業活動に関する

法規制等を遵守し、

環境保全に努めま

す。 

○環境関連項目の調

査を自主的に実施

し、結果を公表しま

す。 

○浄化槽の適正管理の啓発に努

めます。 

環境 
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施策5-2 快適でゆとりある都市空間をつくる 

 歩道や駅前広場の整備、屋外広告物の適正化などを進めた結果、「秩序とやすらぎを感じる街が

形成されていると思う市民割合」と「都市景観に満足している市民割合」は増加傾向にあります。 

 また、各種パトロールや「尾張旭市良好で快適な生活環境を確保する条例」に基づく指導の実施

などによって、「犬のふん・ごみのポイ捨てなどをしない環境マナーに満足している市民割合」も

高いレベルにあります。こうしたことから、この状態を維持又はさらに改善していくための継続し

た意識啓発が求められていると考えられます。 

 このため、駅のバリアフリー化を進めるとともに、未整備地区での基盤整備や老朽化した施設管

理のあり方などの検討を進めることによって、今後も快適でゆとりある都市空間の創出に努めてい

きます。また、飼い主のいない猫によるふん害に対応するため、避妊・去勢手術を施してこれ以上

増えないようにし、一代限りの命を全うするまで地域で衛生的に管理をする「地域ねこ活動」への

支援についても積極的に実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の目的達成度を示す指標 

指標名 
当初値 
（H17） 

中間 
目標値 
（H25） 

現状値 
（H24） 

長期 
目標値 
（H35） 

指標の見方 

秩序とやすらぎを感じる 

街が形成されていると 

思う市民割合（％） 

87.5 （維持） 90.2 92.0 
秩序とやすらぎのあるまちが形

成されているかを見る指標です。 

都市景観に満足している 

市民割合（％） 
76.1 （増加） 82.4 85.0 

市民が都市景観に満足している

かを見る指標です。 

生活衛生環境を保全する 

活動を行っている市民の 

割合（％） 

－ － 59.5 60.0 

地域住民の手で生活衛生環境が

保全されているかを見る指標で

す。 

生活衛生環境の向上支援 

件数（件） 
－ － 1,599 1,600 

市民が、生活衛生環境を保つため

の支援が受けられているかを見

る指標です。 

ペット･小動物に関する 

苦情件数（件） 
－ － 22 25 

地域住民の手で生活衛生環境が

保全されているかを見る指標で

す。 

■秩序とやすらぎを感じる街が 
形成されていると思う市民割合 

■愛犬出前しつけ方教室 
出典：尾張旭市 HP 

87.5 89.3 89.3 91.2 91.2 90.8 90.8 90.2 90.4 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

（当初値）

（％）
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■みんなの取り組み 

区分 市 関連課 市民･市民団体 事業者 

良好な生活 

環境づくり 

○屋外広告物の適正化や電柱地

中化など、都市景観の向上を図

ります。 

都計 

都整 

○建物のデザインは

周辺と調和するよ

う配慮します。 

○地域の祭りや伝統

行事などに積極的

に参加します。 

○地域の年長者や有識

者との交流を通じ、

歴史や郷土芸能への

理解を深めます。 

○地域のまちづくり

活動に積極的に参

加します。 

●あさひ景観フォト

サロンに参加し、都

市景観に関心を持

ちます。（新規） 

○景観を乱さぬよう、

所有施設をはじめ、

看板などにも配慮

します。 

○地域の祭りや伝統

行事などに積極的

に参加します。 

○地域との交流を促

進し、伝統的文化の

継承に協力します。 

○歩行空間の整備や維持管理の

ほか、自転車走行空間の整備を

推進します。 

都整 

土木 

○公共施設や駅及び駅周辺のバ

リアフリー化を推進します。 

都計 

都整 

土木 

○地域の歴史や文化を生かした

都市空間の形成に努めます。 

文化 

●未整備地区での基盤整備や老

朽化した施設の管理のあり方

などの検討を進めます。（新規） 

財政 

都計 

都整 

土木 

●都市景観への関心の向上を図

ります。（新規） 

都計 

環境美化 ○地域住民との連携を図り、公園

など公共空間の適切な維持管

理に努めます。 

都整 ○公園や街路樹など

の維持管理に協力

します。 

○町内会や市民団体

の清掃活動や美化

活動に参加します。 

○自宅やその周辺の

清掃に努めます。 

○事業所の敷地や周

辺の清掃に努めま

す。 

○清掃活動などの地

域活動に協力しま

す。 

○環境美化意識の浸透に努めま

す。 

環境 

○空き地や空き家の雑草管理の

徹底を図ります。 

環境 

消防 

マナーの 

向上 

○放置自転車、放置自動車、違法

駐車の防止に努めます。 

市活 ○不法投棄、ポイ捨て

をしません。 

●環境パトロールボ

ランティアに協力

します。（新規） 

○ペットは、マナーを

守って飼育します。 

●「地域ねこ活動」に

協力し、飼い主のい

ない猫を削減しま

す。（新規） 

○不法投棄、ポイ捨て

をしません。 

○自動販売機の設置

の際には、回収容器

を設置するなど、ポ

イ捨ての防止に協

力します。 

○ペットの販売の際

には、適正飼育を啓

発します。（新規） 

○不法投棄、ポイ捨ての現状を把

握し、防止対策に努めます。 

環境 

●環境パトロールボランティア

の活性化を図ります。（新規） 

環境 

○動物飼育マナーや犬、猫などの

ふん害防止のための啓発に努

めます。 

環境 

●「地域ねこ活動」への支援を促

進します。（新規） 

環境 
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1. 推進体制 

 めざすべき「望ましい環境像」を実現するため、市、市民・市民団体、事業者がそれぞれの役割

分担の中で緊密に連携・協力しながら計画を推進し、「環境審議会」において逐次進捗状況を確認

します。 

 また、市の実施する重要な事業については、「環境管理委員会」や「環境基本計画推進会議」を

通じて各課の連携を図るとともに、計画を効率的に推進するための検討を行います。 

 さらに、市、市民・市民団体、事業者が連携しながら取り組む個別事業については、関係者の協

議や意見交換を行う会議の場を必要に応じて設置します。 

 なお、広域的な課題等に対しては、国、県、他の地方公共団体と協力し、連携を密にしながら環

境の保全と創出のための施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●環境審議会 

 ○役割：計画に関わる事項その他の環境に関する重要事項についての審議及び調査を実施する機

関。環境基本条例に基づき設置する。 

 ○委員構成：有識者、公募市民、団体代表、事業者、行政機関の職員 
 

●環境管理委員会 

 ○役割：環境基本計画に基づく環境の保全及び創出を目的とする事業について、市として最終的

な調整及び進行管理を行う。 

 ○委員構成：市長、副市長、教育長及び部長級職員 

事業の推進

自主的活動の推進

参加 参加

事業の推進　

　　（必要に応じて設置）

 市

連携

事務局：環境課

意見
答申

報告
諮問

環境審議会

個別事業ごとの会議

関係する組織

国・県・他市町村
（行政機関）

大学・研究機関

関係各課

市　　民

市民団体

事 業 者

提案
協力

支援
情報

民間団体(NPOなど)

環境基本計画推進会議

市　　長

環境管理委員会

事務局：担当課

提案
情報

参加
情報

参
加

第 4 章 計画の推進 
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●環境基本計画推進会議 

 ○役割：計画推進に関する基本事項の検討、課内の進捗等調査、各課間の調整などを行う会議。

必要に応じて下部組織を持つことができる。 

 ○委員構成：市民生活部長、関係部局の部次長級及び課長級職員 
 

●個別事業ごとの会議 

 ○役割：市、市民・市民団体、事業者など複数の主体が個別事業を推進するため、方針、計画や

改善点などについて協議等を行う会議。事業ごとに、必要に応じて設置する。 

 

2. 進行管理の方法 

 環境マネジメントシステムの考え方（PDCAサイクル）を基本とした計画の進行管理を行います。 
 

① 計画（Plan） 

 本計画の策定や見直しを示します。なお、尾張旭市第五次総合計画の前期期間が満了する平成30

年度を新たな見直しの時期として位置づけ、社会情勢や市民意識の変化等を踏まえ、全面的な見直

し又は部分的な見直しの実施を検討するものとします。 
 

② 実行（Do） 

 本計画に基づき、市、市民・市民団体、事業者は、それぞれの取り組みを実行します。 
 

③ 点検（Check） 

 次の項目と方法により点検します。 

項 目 方 法 頻 度 

分野別目標及び施

策の進捗状況 

設定した指標に基づく目標と現状を比較

することにより進捗状況を確認します。 
年度ごと 

市の取り組み状況 
事務事業評価により、事務事業ごとに指標

を設定して進捗を管理します。 
年度ごと 

市民及び事業者の 

取り組み状況 

市民及び事業者の取り組みについて、アン

ケート調査により把握します。 

環境意識調査は本計画の見直しごと 

アンケート調査は2年ごと（まちづく

りアンケート） 
 

④ 見直し（Action） 

 点検結果に基づき、施策や市の取り組みを見直すとともに、新たに必要な取り組みについても検

討します。なお、次回の計画見直しの際には、評価手法のあり方についても改めて検討するものと

します。 

 

 

 

 

② 実 行 
(Ｄｏ) 

 

③ 点 検 
(Ｃｈｅｃｋ) 

 

① 計 画 
(Ｐｌａｎ) 

 

④ 見 直 し 
(Ａｃｔｉｏｎ) 
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巻末資料 

 

尾張旭市環境審議会委員名簿 
 

                                   【平成２６年度】 

任命区分 所 属 等 氏 名 区分 

 

学識経験を有する者 

（3人） 

愛知工業大学客員教授 伊豆原 浩二 会 長 

愛知工業大学教授 松本 壮一郎 副会長 

尾張旭市教育委員会 木村 修 委 員 

 

市長が必要と認める者 

（3人） 

愛知県県有林事務所 近藤 巧  〃 

中部電力株式会社 橘 昭久  〃 

日立オムロンターミナルソリューシ

ョンズ株式会社 

谷口 充 

（森田 政宏） 
 〃 

尾張旭市自治連合協議会 石原 彰  〃 

尾張旭市地域婦人団体連絡協議会 松原 圭子  〃 

寺田保全の会 浦野 達朗  〃 

矢田川に親しむ会 千石 要  〃 

 

市民から公募した者 

（3人） 
公募による市民 

高橋 賢一  〃 

松岡 里枝  〃 

                           （ ）内は前任者（敬称略、順不同） 
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諮問･答申 
 

環境審議会への市長の諮問 

 
                                ２ ６ 環 第 ３ ８ 号 
                                平成２６年５月２０日 
 
 尾張旭市環境審議会 
  会長 伊 豆 原 浩 二  殿 
 
                             尾張旭市長 水 野 義 則 
 
   尾張旭市環境基本計画の中間見直しについて（諮問） 
 尾張旭市環境基本条例（平成１６年条例第２３号）第９条第５項において準用する同条第３項
の規定等に基づき、下記のとおり貴審議会の意見を求めます。 

記 
１ 諮問事項 
  尾張旭市環境基本計画の中間見直しについて 
 

 

環境審議会から市長への答申 

 
                                ２６ 環境審第 ７ 号 
                                平成２７年３月１０日 
 
 尾張旭市長 水 野 義 則 殿 
 
                             尾張旭市環境審議会 
                              会長 伊 豆 原 浩 二 
 
   尾張旭市環境基本計画の中間見直しについて（答申） 
 平成２６年５月２０日付け、２６環第３８号で諮問のありました「尾張旭市環境基本計画の中
間見直し」については、社会経済情勢の変化や本市の現状と課題を踏まえ、意識調査やパブリッ
クコメントを通じて市民意見の反映に努めるなど、慎重に審議してきました。 
 その結果、別添のとおり「尾張旭市環境基本計画の中間見直し（案）」をとりまとめましたの
で、次の意見を付して答申します。 
 今後とも「環境を考え ともにつくる 私たちのまち」の実現に向け、本計画に基づく各種施
策を積極的に推進されることを要望します。 
 
１ 市民の期待の高い「環境教育・環境学習」をさらに充実させ、環境に対する意識向上へとつ
なげること。 

２ 詳細な賦存量や可採量の調査を通じて新エネルギーの計画的な利用を検討し、地球温暖化防
止の取り組みをさらに推し進めること。 

３ 自然環境調査の実施によって動植物や生態系の現況を把握し、生物多様性に配慮した取り組
みを積極的に推し進めること。 

４ 尾張旭市第五次総合計画の前期期間満了年度である平成３０年度を新たな見直しの時期と
し、社会情勢や市民意識の変化等を踏まえ、全面的な見直し又は部分的な見直しを実施するこ
と。 

５ 次回の見直しの際には、改めて評価手法のあり方について検討すること。 
６ 本計画の内容によらず、新たに必要な事業は積極的に実施すること。 
 
添付資料 
１ 尾張旭市環境基本計画の中間見直し（案） 
２ 尾張旭市環境審議会会議録 
３ 素案に対する市民からの意見及びその意見に対する考え方 
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尾張旭市環境管理委員会設置要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、尾張旭市環境管理委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものと
する。 

 （設置） 
第２条 本市における環境管理を総合的かつ体系的に推進するため、尾張旭市環境管理委員会（以
下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 
第３条 委員会は、尾張旭市環境マネジメントシステム(以下「環境マネジメントシステム」とい
う。)及び尾張旭市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)に関する次に掲げる事務を所掌
する。 

 (１) 環境方針の決定に関すること。 
 (２) 環境マネジメントマニュアルの見直しに関すること。 
 (３) 環境目的・目標・プログラム(全体)に関すること。 
 (４) 環境目的・目標・プログラム(全体)の達成度の評価に関すること。 
 (５) その他の環境マネジメントシステムの重要事項に関すること。 
 (６) 環境基本計画の策定又は見直しに関すること。 
 (７) 環境基本計画に基づく環境の保全及び創出を目的とする事業の推進及び調整に関すること。 
 (８) 環境基本計画の進行管理に関すること。 
 （組織） 
第４条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。 
２ 委員長は、市長をもって、副委員長は、副市長をもって充てる。 
３ 委員は、部長職(これに相当する職を含む。)にある者をもって充てる。 
 （委員長及び副委員長） 
第５条 委員長は、必要に応じて委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会務を総理する。 
２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職
務を代理する。 

 （会議） 
第６条 会議は、必要に応じて委員会委員以外の者の出席を求め、説明を聞くことができる。 
 （庶務） 
第７条 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。 
 （委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

尾張旭市環境管理委員会委員名簿 
 

                                   【平成２６年度】 

区 分 役 職 名 氏 名 

委員長 市長 水野 義則 

副委員長 副市長 秋田 誠 

委 員 

教育長 玉置 基 

企画部長 川原 芳久 

総務部長 野村 孝二 

市民生活部長 小池 勲 

健康福祉部長 若杉 浩二 

都市整備部長 長江 均 

教育部長 長江 建二 

消防長 大脇 伸雄 

議会事務局長 森 重憲 

監査委員事務局長 加藤 雄二 

尾張旭市長久手市衛生組合事務長 竹内 剛 
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尾張旭市環境基本計画推進会議設置要綱 
 
 （設置） 
第１条 尾張旭市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を総合的かつ体系的に推進する
ため、尾張旭市環境基本計画推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 
第２条 推進会議は、環境基本計画に関する次に掲げる事務を所掌する。 
 (１) 計画の推進に係る基本的事項の検討に関すること。 
 (２) 関係各課内の進捗状況等の確認に関すること。 
 (３) 関係各課間の調整に関すること。 
 (４) 第６条に規定する下部組織への指示に関すること。 
 （組織） 
第３条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。 
２ 会長は、市民生活部長をもって充てる。 
３ 委員は、職員１０名以内をもって組織する。 
 （会長） 
第４条 会長は、必要に応じて推進会議を招集し、会務を総理する。 
２ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を
代理する。 

 （会議） 
第５条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。 
２ 推進会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 
 （下部組織の設置） 
第６条 環境関連事業の推進を図るため、推進会議に必要に応じて下部組織を設置することができ
る。 

 （庶務） 
第７条 推進会議の庶務は、市民生活部環境課において処理する。 
 （雑則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

尾張旭市環境基本計画推進会議委員名簿 
 

                                   【平成２６年度】 

区 分 役 職 名 氏 名 

会長 市民生活部長 小池 勲 

委 員 

企画課長 酒井 清隆 

市民活動課長 秋田 芳忠 

産業課長 加藤 仁亜貴 

都市計画課長 鈴木 昌尚 

都市整備課長 谷口 正喜 

土木管理課長 松田 治仁 

下水道課長 藪本 精一 

学校教育課長 姫岩 弘治 

生涯学習課長 平野 良子 
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尾張旭市環境基本計画の中間見直し経過 
 

年 月 日 内 容 

平成26年 

5月28日 

第1回尾張旭市環境基本計画推進会議 

・尾張旭市環境基本計画の中間見直しについて 

・環境に関する意識調査の実施について 
 

6月2日 

第２回尾張旭市環境審議会 

・尾張旭市環境基本計画中間見直し業務委託について 

・環境に関する意識調査の実施について 
 

7月4日 
尾張旭市環境基本計画の中間見直しに係る意識調査票を発送 

（対象者：18歳以上の市民2,000人、市内の事業所100社） 
 

9月26日 

第2回尾張旭市環境基本計画推進会議 

・環境に関する意識調査結果について 

・見直しの趣旨・背景、考え方について 

・施策達成状況の調査について 
 

10月22日 

第3回尾張旭市環境審議会 

・環境基礎調査結果について 

・見直しの趣旨・背景、考え方について 
 

11月13日 
第3回尾張旭市環境基本計画推進会議 

・施策、目標値及び取組内容の検討について 
 

12月10日 

第4回尾張旭市環境審議会 

・見直しに係る骨子について 

・今後の取り組み内容について 
 

12月22日 
第1回尾張旭市環境管理委員会 

・尾張旭市環境基本計画の中間見直しについて 
 

平成27年 

1月5日 

～2月4日 

尾張旭市環境基本計画中間見直し素案の公開及びパブリックコ

メントの募集 
 

2月９日 
第４回尾張旭市環境基本計画推進会議 

・パブリックコメントの結果について 
 

2月２５日 

第1回尾張旭市環境審議会 

・パブリックコメントの結果について 

・答申について 
 

3月２４日 
第2回尾張旭市環境管理委員会 

・尾張旭市環境基本計画中間見直し（案）について 
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